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第１２章  管理運営                          

 
 

【到達目標】 

〈1〉 学部教授会・大学院研究科委員会と全学的審議機関の役割分担および連携協力体制を検証し、
円滑に業務遂行できる体制を構築する。 

〈2〉 大学院研究科委員会と学部教授会との研究教育上（カリキュラム編成・教員配置）の連携協力
関係を強固にする。 

〈3〉 学長、副学長、学部長、研究科長の選任は、諸規程に則り、建学の精神を十分理解しその具現
化に向けた運営ができる人物を選任する。 

〈4〉 学長、副学長、学部長、研究科長の職務権限および職責を明確にし、業務執行を適正化する。 
〈5〉 全学的審議機関（教学会議）の権限の内容とその行使の適正化を実現する。 
〈6〉 教学組織と理事会が機能的かつ円滑な関係を構築し、維持するための体制を強化する。 
〈7〉 個人情報の保護、不正行為の防止等に関わる情報の周知および啓発活動を促進し、法令遵守体

制を整備する。 
〈8〉 研究活動と研究費の管理・監査体制について検証し、適正化のための整備を行う。 

 

【現状説明】 

① 教授会、研究科委員会 

ａ．教授会 
 学校教育法第 93 条に基づき本学には人間科学部、国際学部、およびコミュニティ振興学部の学部ご
とに学部教授会（以下、「教授会」と呼ぶ）が設置されている（「常磐大学学則」第 43条および第 44条）。
また、それとは別に、学長が特に必要と認めた場合には合同教授会を招集することができる（「常磐大学

学則」第 45条）。 
 教授会の構成員は、学部長、教授、准教授、講師、および助教であり、学部に所属する全専任教員が

含まれている。学部長は、教授会を招集し、その議長の任に当たることになっている。なお、全学に関

わる重要事項を伝達したり、審議したりするなど、特に必要がある場合は、学長または副学長が教授会

に出席し、意見を述べられることになっている。  
教授会の開催は、原則として月 1回（ただし、入試判定や成績・卒業判定など緊急を要する案件があ
る場合は、臨時教授会を開催することがある）であり、以下のような、学部・学科に関わる重要事項を

審議する。   
1. 学則および学部内諸規程の制定ならびに改廃に関する事項 
2. 学科および専攻の設置ならびに廃止に関する事項 
3. 教授、准教授、講師および助教の資格審査に関する事項 
4. 授業科目の開設および廃止に関する事項 
5. 教育課程および履修指導に関する事項 
6. 学生の入学、編入学、再入学、転部・転科・転専攻、休学、退学、転学、除籍および卒業に関
する事項 

7. 試験に関する事項 
8. 学生団体、学生活動および学生生活に関する事項 
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9. 学生の賞罰に関する事項 
10. 科目等履修生、特別聴講学生、研究生および外国人学生に関する事項 
11. その他教育・研究上必要と思われる事項および学部長が必要と認めた事項 

 教授会の運営については、「教授会運営規程」により、構成員の 3分の 2以上の出席で成立し、議事
は特に定めのあるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは学部長の決するところ

による。ただし、上述の審議事項 1～3については、出席者の 3分の 2以上の同意を必要としている。 
 なお、人事・経営に関する事項は、原則として常任理事会および理事会において審議・決定し、教学

に関する事項は、教授会において審議・決定している。教学に関する事項のなかで、学則の変更、人事・

予算を伴うものについては、教授会の後、教学会議、常任理事会、理事会で決議される形となっている。 
 さて、前述の通り、教授会における学部長の役割は、議長としての責務を果たすことである。したが

って、学部長は教授会が開催される前に学部運営会議において提示すべき案件を整理し、教授会におい

てはそれぞれの案件の要点を説明し、構成員からの適切な発言を促すなど、審議を円滑に進行させなけ

ればならない。また、学部長は教授会の代表者でもあり、全学的審議機関である教学会議に出席し、学

部の意見を全学的取り決めの中に反映させる責任がある。また、その一方では、教学会議の出席者とし

て、全学的な方針を教授会構成員に正確に伝達し、理解を得なければならない。 
 教授会構成員は、教授会での発言権が与えられており、提示された議案について、学部長と協働して

真摯に審議することが求められている。また、教学会議で審議された全学的方針については、学部代表

の学部長が出席して審議された案件であることを理解し、構成員が一丸となって取り組んでいかなけれ

ばならない。 
 以上のような、教授会と教学会議の関係は、双方の意見を正確に伝達するという点でまだ十分でない

ところもあるが、そのシステムや案件の処理方法については、お互いに理解が進みつつある。 
ｂ．研究科委員会 
 本学大学院の人間科学研究科、被害者学研究科、およびコミュニティ振興学研究科には、それぞれ研

究科委員会が置かれており（「常磐大学大学院学則」第6条）、研究科に関わる様々な事項について審議
を行っている。 
 研究科委員会の構成員は、研究科長および研究指導教員であり、2008（平成 20）年 5月 1日現在、
人間科学研究科博士課程（後期）12名、人間科学研究科修士課程 12名、被害者学研究科 7名、コミュ
ニティ振興学研究科 7名となっている。 
 研究科委員会の開催は、原則として月 1回であり、以下のような事項が審議される。 

1. 研究科に関する諸規程の制定および改廃に関すること 
2. 研究科の授業科目、単位および履修方法に関すること 
3. 試験および学位論文に関すること 
4. 入学、編入学、転学、除籍、賞罰、その他学生の身分に関すること 
5. 科目等履修生、委託生、研究生および外国人学生に関すること 
6. 授業担当教員に関すること 
7. 大学院教員資格審査に関すること 
8. その他研究科に関すること 

 研究科委員会の運営については、「常磐大学大学院研究科委員会規程」により規定され、構成員の 3
分の 2以上の出席で成立し、議事は出席者の 3分の 2以上の同意を必要としている。 
 研究科委員会は、学部教授会とは独立し運営されているため、相互の直接的な関わりはあまり多くは

ない。しかし、研究科委員は一部の大学院専任教員を除き、ほとんどが学部教授会の構成員であり、情

報の共有という点では大きな問題はない。また、研究科長は教学会議の構成員でもあり、全学的な情報

および全学部・学科の情報が周知される体制になっている。 
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② 学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手続 

ａ．学長、学部長、研究科委員長の選任手続 
 常磐大学の学長、大学院の各研究科長、および学部の各学部長の選任手続きは、「常磐大学学長等の

選考および任免に関する規程」において規定している。 
 学長選任の手続きは、理事長が関係職員の意見を聞いて、当該候補者を理事会に提案するものと定め

られている（同規程第 5条）。具体的には、学内の各研究科長、各学部長をはじめとした関係職員はも
とより、学外の顧問、理事をはじめ、学識経験者の意見を聞いて、学内外での教育研究業績や社会的な

活動を考慮し候補者の人選を進めている。 
学部長選任の手続きは、学長が関係職員の意見を聞いて理事長に申し出て、理事長が当該候補者を理

事会に提案するものと定めている（同規程第 5条）。具体的には、学部長経験者、各種委員会委員長を
はじめとした関係職員の意見を聞いて、学内行政に関わる業績を考慮し候補者の人選を進めている。 
ｂ．学長権限の内容とその行使 
 大学学長の権限は、「学校法人常磐大学管理運営規程」に「学長は、建学の精神に則り、大学院、大

学および短期大学の校務全般を掌り、所属職員を統督する。（第31条）」と規定されているほか、大学
院学則、大学学則においても学長の権限が規定されており、教学組織の長として管理運営に当たってい

る。また、全学的審議機関である教学会議をはじめ、教員候補者選考委員会、地域連携推進会議などの

議長となり、大学、大学院の基本方針の策定に当たっている。 
本法人においては、2008（平成 20）年 5月 1日現在、本学学長が理事に就任していることにより、
教学側の意見を理事会および常任理事会において発議、提案している。学長は教学会議において常任理

事会の報告をし、各学部長を通し理事会の意向を教授会に反映させている。 
ｃ．学部長や研究科長の権限の内容とその行使 
 学部長および研究科長の権限は、「学校法人常磐大学管理運営規程」第 32 条に「学部長は、学長の
監督のもとに、学部の運営全般を掌る。」、「研究科長は、学長の監督のもとに、研究科の運営全般を掌る。」

と規定されており、教授会および研究科委員会の長として、また、各学部および各研究科の予算と入試

などの各種委員会の長として、学部および研究科の運営に当たっている。さらに、教学会議の構成員と

して、大学全体の教学事項の執行に関わっている。 
ｄ．学長補佐体制の構成と活動 
学長を補佐する教員組織として、副学長、研究科長、学部長、および学科長を置いている。それぞれ

の職務については、前述の通り、本法人管理運営規程などに規定されている。副学長については、「副

学長は、学長を補佐し、必要に応じ学長の任務を代行する（同規程第 31条第 2項）」と定めており、
2007（平成 19）年 4月より 2名体制を取り、学長補佐の体制を強化している。 
事務組織については、学長室が「学長および副学長の業務補佐および秘書業務に関すること（同規程

第 4条第 1項）」を行い、主に学長が議長となる教学会議の事務を担当している。また、教学事務室が
「大学院の研究科長、大学の学部長、短期大学の副学長の業務の支援に関すること（同規程第 4条第 1
項）」を行うとしており、各学部、各研究科の教授会、研究科委員会、運営会議をはじめ、教務委員会、

予算委員会などの事務を担当している。 
 
③ 意思決定 

 本学の意思決定プロセスは、「学則」および各種「規程」によって明文化されているもののほか、慣

行として定着しているものがある。学則に規定される事項の最終意思決定は「教授会」で行われるが、

教授会に提案される議案については原則として「学部運営会議」において審議検討される。さらに、そ

こに至るまでには、各学部の専門委員会（教務委員会、教育予算委員会、入試委員会など）や全学的な

専門委員会である全学委員会（全学広報委員会、全学学生支援委員会など）で審議を行い、問題点の整
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理と教授会に提出する議案を作成することとなっている。 
この意思決定のプロセスを図で表すと以下のようになる。 
 

　　※　上図は大学の学部を中心に記載したものである。大学院に関しては、「学部」を

　　　　「研究科」に読み替えるものとする。

全学委員会

教学会議

各学部内の
専門委員会

教授会

学部運営会議

学科会議

全学意見（案）

学部長が出席
＝学部意見

学部代表者が出席
＝学部意見 委員長が出席

＝学部意見

委員長が出席
＝学部意見
（案）

学科長が出席
＝学科意見 学科代表が出席

＝学科意見

提案

審議結果報告・協議事項諮問

凡例

 
 
④ 評議会、「大学協議会」などの全学的審議機関 

本学では、全学的な審議機関として「教学会議」を設置している。本会議は、大学院、大学、および

短期大学の 3つの組織に共通に関わる重要事項について審議する場であり、そうすることにより大学改
革を推進し、大学運営の円滑化を図っていくことを目的としている（「学校法人常磐大学管理運営規程」

第 13条および「教学会議規程」）。 
 教学会議は、議案により、学部会議、大学院会議、全体会議に分けられている。学部会議の構成員は、

学長、副学長、学部長、および教学業務の各所掌責任者であり、大学院会議の構成員は、学長、副学長、

研究科長、および教学業務の各所掌責任者である。全体会議の構成員は、学長、副学長、研究科長、学

部長、および教学業務の各所掌責任者となっている。このような構成で、会議は原則として、週 1回の
割合で開催される。 
 審議の対象となる 3つの組織に共通に関わる事項とは、以下のようなものである。 

1. 教学運営の基本方針に関すること。 
2. 学則の改廃および教学関係諸規程の制定または改廃に関すること。 
3. 研究科、学部、学科および専攻の設置または廃止に関わる実施計画に関すること。 
4. 大学等に附置する機関に関すること。 
5. 学生団体、学生活動および学生生活に関すること。 
6. 大学等に共通する学生の厚生および補導に関すること。 
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7. 学生の賞罰に関すること。 
8. その他教育・研究上必要と思われる事項および学長が必要と認めた事項 

 前述の意思決定プロセスの図にあるように、全学的な決定を必要する学部教授会や大学院研究科委員

会からの提案は、構成員である学部長や研究科長が教学会議に提出し、教学会議で報告・審議し、決定

することができる。教学会議は、構成員の 3分の 2以上の出席で成立し、過半数をもって決定している。
決定・報告された議事に関して、学部長と研究科長が教授会と研究科委員会にそれぞれ報告し周知を図

っている。また、教学会議より教授会と研究科委員会に諮問された事項についても同様である。諮問し

た結果、教授会と研究科委員会にて意見が分かれた場合には、その件を教学会議が調整し、決定してい

る。 
 教学会議は、学部教授会のもつ専門委員会を代表する者または専門委員会より選出された者により構

成される全学委員会を設置することができる。専門的で詳細な議事内容については、この全学委員会に

て調整・審議し、教学会議に提案している。全学委員会の委員長は、教学会議と全学委員会に対し学部

長と研究科長と同様な役割を担っている。また、担当事務局の責任者とともに教学会議の議長である学

長に全学委員会の運営状況を報告している。 
 なお、全学的審議内容のうち、学則の変更、人事や予算など、本学の運営についての特に重要事項に

ついては、教授会、教学会議を経た後、学内理事において構成される常任理事会および理事会において

審議し決定している。 
 
⑤ 教学組織と学校法人理事会との関係 

本法人と本学教職員の間の連携・意思伝達等については、学長および人事担当常任理事が理事者とし

て担っている。理事会の下に設置され理事長が議長となり、学内理事者が構成員となる常任理事会と学

長が議長となる教学会議が連携し、業務の円滑な運営と適正化を図っている。さらに、理事長室長が議

長となり事務部門の役職者で構成する業務会議があり、事務系職員との連携・意思疎通の場となってい

る。また、理事長と本学の教員役職者が懇談する理事長懇談会を、現状認識を目的に月１回開催してい

る。 
 原則として人事・経営に関する事項は、常任理事会および理事会において審議・決定し、教学に関す

る事項は教学会議および教授会において審議・決定している。ただし、前述の通り、教学に関する事項

の中で、学則の変更、人事・予算を伴うものについては、教授会の後、常任理事会および理事会で決議

する形となっている。なお、法人の経営計画については、各年度の事業計画はあるものの正式な中期計

画などは明確に提示されておらず、教学組織と法人が連携し大学経営の将来について考えていく姿は具

体的に示されていない。 
 
⑥ 管理運営への学外有識者の関与 

本法人の評議員のうち9名ないし13名を学校法人常磐大学寄附行為第25条の規定により学識経験者
から選任している。これらの学識経験者は、大学等での顕著な教育研究業績を有する者あるいは学部長

等を歴任した者、社会的な活動業績のある者などから選任している。 
  また、本法人では 2003（平成 15）年 5月、「学校法人常磐大学顧問規程」および「学校法人常磐大
学参与規程」を整備、2007（平成 19）年 9月には「学校法人常磐大学特別顧問規程」を整備、2007（平
成 19）年 12月にはこれらの規程を整理一本化して「学校法人常磐大学顧問、特別顧問および参与に関
する規程」を整備し、学外の学識経験者から法人経営について大所高所から助言指導を仰いでいる。 
  顧問については、常任理事会の意見を聞いて理事長が委嘱することとなっている（「学校法人常磐大
学顧問、特別顧問および参与に関する規程」第 4条）。主たる業務は、本法人の教育、研究、地域貢献
および経営に関わる事業のうち、理事長が委嘱した事項について諮問に応ずることである（同規程第 3
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条）。2008（平成 20）年 5月現在、文部行政および大学管理運営に長年従事した者など、計 6名が選
任されている。 
特別顧問については、常任理事会の意見を聞いて理事長が委嘱することとなっている（同規程第 10
条）。主たる業務は、本法人の教育、研究、地域貢献および経営に関わる事業のうち、理事長が委嘱し

た事項について諮問に応ずること、および業務を遂行することである（同規程第 9条）。大学管理運営
に長年従事した者 1名が選任されている（2008〈平成20〉年 5月 1日現在）。 
 参与については、若干名を、本法人の事業に関し必要な専門の知識と経験を有する者の中から、理事

長が委嘱することとなっている（同規程第 16 条）。主たる業務は、本法人の教育、研究、地域貢献、
および経営に関わる事業のうち、理事長が委嘱した事項について業務遂行することである（同規程第 15
条）。財務運営の分野に 1名、中等教育における英語教育の分野に 1名が選任されている（2008〈平成
20〉年 5月 1日現在）。 
 
⑦ 法令遵守等 

ａ．関連法令等および学内規定の遵守 
関係省庁からの法令制定や改正等の通達があった時には、「学校法人常磐大学文書処理規程」に基づ

き、その所管部署へ文書等を速やかに回付し、本学の定める諸規程に基づく会議・委員会おいて、本学

の規程の制定および改正を行っている。 
また、その制定および改正された規程については、学内イントラネットを通じて周知徹底を図ってお

り、本学における関連法令および学内規定の遵守について対応している。 
ｂ．個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 
 個人情報については、規程ならびにプライバシーポリシーに基づいて保護・取扱いを行っており、在

学生とその保護者に対して、毎年度リーフレットを配付して周知に努めている。 
2006（平成 18）年 4月の公益通報者保護法施行に合わせて、本学でも同年 10月より公益通報制度構
築に向けて取り組みを始めた。制度構築に当たり、通報できる者に学生を含めるか否か、通報事案に対

する調査体制、研究活動に関わる不正行為の通報窓口の調整、学内への制度周知方法などについて検討

を重ねた。特に通報できる者に学生を含めることについては、最終的に研究生や科目等履修生、オープ

ンカレッジ受講生まで対象を広げて検討を行った。2007（平成 19）年 9月に「常磐大学・常磐短期大
学公益通報等に関する規程」が制定され、本学の業務に関して組織的または個人的な不正行為に関する

通報・相談窓口を人権擁護危機管理課に設置し、公益通報制度の運用を開始した。 
研究活動に関わる不正防止については、文科省等が定めたガイドラインに従って、2007（平成 19）
年 10月に「研究活動および研究費の管理・監査に関する規程」を制定し、「不正防止計画推進委員会」
ならびに「内部監査部門」を置き、不正行為の防止と監査体制を整備した。 
 

【点検・評価】 

ａ．到達目標〈1〉、〈2〉関連 
 上述の通り、教授会は学部に関する事項、研究科委員会は研究科に関する事項、教学会議は短期大学

を含めた 3 つの組織に関する事項について審議することが、「常磐大学学則」、「常磐大学大学院学則」、
および諸規程により定められており、役割分担は明確になっている。いずれの機関においても、構成員

が議長（教授会における学部長、研究科委員会における研究科長、教学会議における学長）と協働して

業務に当たっており、各機関内での協力体制は強固である。しかしながら、研究科委員会については、

その構成員のほとんどが学部に所属する教員であることから、教授会の各種専門委員会と研究科の専門

委員会を兼任することも多く、教員の大きな負担になっている。この点では、相互の情報を共有し、適
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正な負担の分配をすることが必要である。 
 教授会・研究科委員会と教学会議の連携については、教学会議の構成員に学部長と研究科長を含める

ことで相互の意思疎通を図っており、体制は整っていると評価できる。しかしながら、月 1回開催の教
授会に対して、教学会議は毎週の開催となっていることから、教授会において大量の教学会議関連の案

件が報告されることがある。結果として、教授会の構成員がすべてを理解することはできず、誤解や不

満を生むようなこともあるようである。この点については、何らかの改善策が必要であろう。 
 研究科委員会と学部教授会のカリキュラム編成・教員配置上の連携については、時間割編成の際に、

お互いのカリキュラムを勘案しながら、時間の調整を行うなどの取り組みは行っている。ただし、これ

は時間割編成に携わる教員レベルでの取り組みであり、システムとしての連携・協力体制は構築されて

いない。 
ｂ．到達目標〈3〉、〈4〉関連 
 現在の学長、副学長、学部長、研究科長は、【現状説明】に記した手続きに従って、厳正に選任されて

おり、到達目標〈3〉は達成できていると評価することができる。役職者の選任に当たっては、理事長
および学長は関係職員からも十分に意見を聞いており、教育研究活動、学内行政や社会貢献活動などで

すぐれた業績を有し、かつ建学の精神や教育理念を具現できる人物を選任している。 
 到達目標〈4〉に関連して、学長の権限は、大学運営の教学部門においては、学生の身分に関するこ
と（入学者の選考、入学許可、退学、転学、除籍、復籍）、学位授与に関すること、学生の表彰および

懲戒に関することなど、複数の学部に共通する全学的な事項に及んでいる。また、教員の人事部門にお

いては、人事委員会の構成員・教員候補者選考委員会の委員長として、教育職員の採用・職種・職位・

任免・所属・研修・勤務など人事全般について審議・決定する立場にあり、教員の兼職や研究成果の報

告を受けることとなっている。 さらに、管理運営においては、常任理事会の構成員として法人・大学の
重要な事項を審議する立場にあり、特に教学会議では議長として、大学全体の教学に関することをはじ

め、学部間にまたがる重要事項の意思決定に責任を負っている。また、教学会議の下の全学委員会の一

部の委員会の委員長も務めており、重要な事項については執行にも当たっている。 
  以上のことから、学長の職務権限および職責は明確であり、業務執行も適正であると評価できる。 
 学部長または研究科長の権限は、上記の通り、1）教学会議構成員、2）教授会および学部運営会議、
または研究科委員会の運営、3）学生の身分の異動決裁権、4）教育予算編成、5）自己点検･評価、6）
教員の採用・昇格に関わる審議など多岐に及んでおり、その行使についても教学部門の各専門委員会の

審議を経て適正に行われている。 
 副学長の職務については、「常磐大学管理運営規程」において、学長を補佐することが謳われている。

本学には 2名の副学長が置かれており（短期大学の 1名を除く）、それぞれ、担当部門を決めて補佐に
当たることになっている。2009（平成 21）年 1月に新しい副学長が任命されたこともあり、その職務
の分担がやや不明確なところがあるので、早急な決定が求められる。 
ｃ．到達目標〈5〉関連 
本学の全学的な審議機関である教学会議は、大学全体の意思決定を行う権限を有し、各学部長、各研

究科長を構成員とすることで、その行使の適正化を図っている。これにより、各学部・研究科の共通理

解・意見調整の機関としても機能しており、到達目標〈5〉は達成できていると評価することができる。 
ｄ．到達目標〈6〉関連 
教育内容の改善、教育方法の改善、教育・研究支援、学生募集力の強化、研究事業の高度化、組織・

財務体質の改善など、本学の抱える課題に取り組む中で、個別の単年度事業としては、教学組織と法人

が連携し良好な関係を保ちつつ効率的に運営されている。また、理事長懇談会は、教学組織と法人の現

状確認と情報共有には一部役立っている。 
しかし、前述の通り、数年にわたる中期計画に基づく教学組織と法人の総合的な連携体制が示されて
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おらず、大学経営の改善を推進するという面では、その連携は必ずしも機能しているとはいえない。こ

れは、業務の点検・評価を複合的に行う機能が十分に整備されていないことにもつながる。これらを検

証する機能を整備することにより、教学組織と法人の間で予算等の措置の連携強化が図られるとともに、

機能分担の明確化、さらには権限委譲の推進が図られ、大学経営の改善に役立たせなければならない。 
ｅ．到達目標〈7〉、〈8〉関連 
関連法令等に基づいた本学として整備すべき規程については、概ね整備を終えている。しかしながら、

法令改正等に対応した諸規程の制定ならびに学内の諸制度に対応した改正手続きについては、制度を導

入と同時または導入後に行うことがあり、規程の改正作業に遅延をきたすこととなっている。 
これらの状況を改善し、また法令遵守、社会的な説明責任の観点により、2008（平成 20）年からの 2
ヶ年計画では、法制執務支援業者の支援のもと、管理運営上の取扱いと関係諸規程の整合性を精査した

上で、規程の見直しとデータベース化を推進することとしている。この他、これら法令や学内規程を遵

守するための倫理憲章などの検討や、2009（平成 21）年までに内部監査体制を確立し、管理運営の更
なる適正化を図るものである。 
 個人情報の保護・取扱いについては、教職員間で一定の認識を得られている。個人情報の漏えい事故

は、パソコンや記憶媒体の紛失・置き忘れ・盗難が原因で発生している事例が多いことを考慮すると、

管理について継続的に周知・啓発活動を図っていく必要がある。 
本学の公益通報制度は、本学の教職員・学生等や業務委託先の労働者からの通報・相談を受け付けて

おり、ホームページやリーフレットで窓口と通報手段について周知している。2007（平成 19）年 9月
に窓口を開設したが、これまでに通報・相談事案はない。しかし、同制度に対する理解や周知が十分で

ない可能性も考えられるため、周知手段について検討する必要がある。 
研究活動に関わる不正防止については、2007（平成 19）年 10月に主な取引業者に対して研究費不正
使用防止に関する文書を送付し、本学の取り組みを周知させた。不正防止のためには学外の協力を得る

ことは不可欠であり、文書送付により不正防止に取り組む本学の姿勢を示すことができた。しかし、研

究活動に関わる不正行為をチェックするための手法については、まだ確立できているとはいえない。 
 

【改善方策】 

ａ．到達目標〈1〉、〈2〉関連 
ⅰ．「学部運営会議規程」において、各委員の役割（各委員会委員との連絡、調整、議長補佐の位置づけ）

を明確にするよう 2008（平成 20）年度中に整備する。 
ⅱ．「教授会運営規程」において、各委員の役割（各委員会委員との連絡、調整、議長補佐の位置づけ）

を明確にするよう 2008（平成 20）年度中に整備する。 
ⅲ．教授会・研究科委員会は、全学的案件について、教学会議の決定に委ねることを周知徹底する。 
ⅳ．過去に教授会・研究科委員会において審議・報告・連絡された教学会議の議案を分類し、さらに定

期的な議案と例外的な議案を整理する。その結果を精査し、年間のスケジュール管理および審議す

べき事項の絞込みを実施する。また、連絡事項のレベルを設定し、レベルの低い議案に関しては、

グループウェア等の告知を利用し、合理化を図る。 
ⅴ．「常磐大学大学院研究科委員会規程」において、各委員の役割（各委員会委員との連絡、調整、議長

補佐の位置づけ）を明確にする。また、大学院を担当する教員の負担軽減と大学院の活性化を目的

とし、同規程 2条第 1項および 2項を改正し、研究指導教員以外の教員（科目担当者）が研究科委
員会の構成員になることを検討する。 

ｂ．到達目標〈3〉、〈4〉関連 
 到達目標〈3〉、〈4〉については、ほぼ達成されており、今後もこの方針で進めていく。 
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「教学会議」は学長と学部長、および研究科長との意思疎通の場となっている。今後は学生確保をは

じめ、教員評価制度の整備、説明責任を果たすための情報公開制度の整備等を行うに当たり、常任理事

会と教員組織の意思の疎通や利害の調整など、これまで以上に緊密な関係構築を必要とする機会が増え

ることが予想される。したがって、それぞれの役職者がその立場を認識し、組織の機能性や効率化を念

頭において職務に当たることが一層必要になってくる。今後も点検評価を続け、必要に応じそれぞれの

権限、職務、ならびに選任手続の適正化について検証していく。 
2名の副学長の職務分担については、2009（平成 21）年 4月までに明確化する。 
ｃ．到達目標〈5〉関連 
 到達目標〈5〉についても、ほぼ目標は達成されているが、上述の到達目標〈1〉の改善方策を実施す
ることにより、より適正な権限行使が可能になると思われる。そのため、その改善策の実施に全力を尽

くす。 
ｄ．到達目標〈6〉関連 
教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担をさらに推進するため、中期経営事

業計画を策定し、中間年度および最終年度における取り組み結果を点検し、計画そのものの適合性を検

証・評価する事務機構の構築を計画する。本法人は、2008（平成 20）年度からグランドデザイン策定
に着手している。この事務機構については、グランドデザイン策定後に、その方向性に沿って構築を図

る。 
ｅ．到達目標〈7〉、〈8〉関連 
関係法令や学内規定を遵守するための倫理憲章などの定めや内部監査の機能について検討し、その確

立作業を進める。 
諸規程の改正手続きの遅延については、法制執務支援業者の支援の下、2008（平成 20）年より 2 ヶ
年計画の規程集データベース化を推し進め、その支援を継続させ維持管理に努める。また、規程の制定

ならびに改正等の手続きに習熟した複数の職員の養成により、適切な時期に手続きを進める。 
 個人情報の管理については、教職員に対し、特に学生個人情報を取り扱う機会が多くなる定期試験等

の時期に合わせて、パソコンや記憶媒体の管理に重点を置いた啓発活動を行い、事故の防止に努める。 
 公益通報制度については教職員に比べて学生の理解が十分でないことが考えられるため、ホームペー

ジの掲載やリーフレットの配布ほかに、2009（平成 21）年度からは学生ハンドブックを活用して周知
を図り、制度に対する理解を深めさせる。 
研究活動に関わる不正行為のチェック手法については、他大学等の事例も参考にしながら、学内の関

係部署と連携して不正防止計画を策定し、不正行為防止の体制を確立する。 
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第１３章  財務                            

 

 

【到達目標】 

〈1〉 常に 10年後の収支バランスを試算・計画できるような学内システムを構築する。 
〈2〉 収支バランスの取れた財務内容を維持する。 
〈3〉 無借金財政継続に基づき、教育研究経費へ安定した財源を供給する。 
〈4〉 外部資金獲得に向けて学内体制を強化し、文部科学省科学研究費などの採択配分額を増加す

る。 
〈5〉 恒常的に寄付金を得られるようなシステムを創出する。 
〈6〉 資産運用について、安定した運用益を得られるようにする。 
〈7〉 各所管では過去数年間の予算執行状況を確認して、それに基づいた、無駄のない予算を編成

する。 
〈8〉 各予算委員会において、案件の必要性・妥当性の判断を強化する。 
〈9〉 予算執行管理の強化を実現する。 
〈10〉 大口案件予算に対して個別点検・評価を実施する。 
〈11〉 監事と公認会計士の連携を強化する。特に監事については、監査回数の増加と厳格な監査体

制を実現する。 
〈12〉 各項目における 2006（平成 18）年度全国大学の平均値以上の数値と、安定的比率を維持す

る。 
 

【現状説明】 

① 中・長期的な財務計画 

 2006（平成 18）年 5月 24日開催の常任理事会で審議され決議された本法人 10ヶ年の財務計画に基
づき、計画を進めている。 
開学以来、25年が経過し、学部増設、大掛かりな改組転換を行いながらそれぞれ開学当初からの建物
については順次改修を推し進め、また、新たな情報機器等の追加敷設やカリキュラムに対応した設備投

資を実現している。現在も学生主体での環境整備計画を立案・執行・検証をするための学内委員会での

検討や、予算委員会との連携強化に努める一方、計画の分散化や同一案件に対する年次計画化、年度予

算の有効的縮小化を念頭に業務遂行に当たっている。 
財務計画の概要は常任理事会での審議案件となるが、その過程にいたる前段階として、収入面は、主

として学生生徒等納付金や補助金収入の 10 ヶ年見通しについて、これまでの入試状況や当該年度の志
願状況、補助金等の外部資金の獲得状況など法人全体の状況を勘案し、常任理事（財務担当）の下、毎

秋に立案し、長期的展望を計画している。 
一方、支出面では主として、建物等の環境整備計画については、立案・執行・検証をするための「教

育環境整備委員会」を中心に検討を行っている。「教育環境整備委員会」は施設設備課が事務所管となり、

2007（平成 19）年度設置された学内委員会である。この委員会は、学生、教員からの意見、要望を取
りまとめ、予算要求までの前段階を検討する委員会である。ここでの審議・検討の結果、次年度以降新

規事業へと案件化される流れとなっている。 
また、教育現場の予算要求案件および問題点を審議する場としては、各学部に「教育予算委員会」が
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設置されており、授業に直接関係し、また、財源上、当委員会での予算化が厳しい案件についての検討・

審議が行われ、それを受けて関係部署からの予算要求申請へとつないでいる。 
さらに、情報教育関係、特に授業用のパソコンやネットワーク環境整備については、「全学情報処理教

育委員会」での審議を経て、情報メディアセンターからの予算要求申請となる。情報機器は全般的に 5
年のリース契約に基づいて設置しており、リース満了物件の入れ替え作業は計画的に行われている。そ

の他、全学的な情報処理施設（事務系を含む）の次年度への予算要求についても情報メディアセンター

を中心に順次審議を進めている。 
このように、各担当の予算委員会から概ね 12 月までに提案される新規事業案件の予算申請内容を積
み上げながら、短・中期の予算計画を立案し、さらには 10 ヶ年を見据えた長期的な財務計画の修正へ
と展開している。一方で、入学生の確保等、収入源の確保状況を逐一精査した上で、計画変更をも視野

に入れ計画を立案している。 
 
② 教育研究と財政 

  過去 5ヶ年の消費収支計算書関係比率は、第 13章 資料 1および表 46-2の通り、少子化の影響によ
る学生生徒等納付金の減額にもかかわらず、全般的に安定した推移を維持している。 
  収入関係比率からみてみると、学生生徒等納付金比率、補助金比率はいずれも「今日の私学財政 大学･
短期大学編平成 18年度版（日本私立学校振興･共済事業団発行）」の医歯系法人を除く（以下、「私学財
政」とする）平均値に対して、半数の項目が良い比率で推移している。一方、人件費比率、管理経費比

率、帰属収支差額比率、学生生徒等納付金比率、寄付金比率、基本金組入率は「私学財政」の平均値を

下回った結果になっている。 
  また、支出関係比率についてみてみると、人件費比率は、増加傾向にあるが 50%中盤であり、人件費
依存率についても 60%台にとどまっている。いずれも「私学財政」の平均値前後で推移している。特に、
人件費依存率については、「私学財政」の平均比率 71.3%に対して 68.7%である。また、教育研究経費
比率は 33.8%であり、「私学財政」の平均値より 4.5ポイント上回っており、かつ過去 5ヶ年のポイント
も上昇傾向で推移している。管理経費比率も同様に上昇傾向にあり、「私学財政」の平均比率を 3.1ポイ
ント上回り、11.6%となっており、管理費の支出抑制が現状の課題である。 
 
③ 外部資金等 

科研費、外部資金等の受け入れ状況については、科学研究費の採択状況（表 33）に示してあるように、
2005（平成 17）年度から 2007（平成 19）年度における科研費補助金に関わる申請件数は平均するとお
よそ 13件であり、新規採択件数は 2005（平成 17）年度 4 件、2006（平成 18）年度 5 件、2007（平
成 19）年度 3件となっている。採択件数は少ないものの、表 34に示してある 2007（平成 19）年度に
交付を受けた科学研究費助成金額は、新規採択研究費と継続研究費を合計して 9,528千円であり、2005
（平成 17）年度をさらに 370 万円ほど上回り、金額自体は年々増加の傾向を示している。 
受託研究費等、科学研究費補助金を除く外部資金に関しては、大型の共同研究は 2005（平成 17）年
度で終了したため、受託研究 1 件について契約書を交わし、研究費を受け入れた。 
寄付金収入および資産運用収入の状況については、本法人における 2007（平成 19）年度までの過去

5 年間の寄付金収入および資産運用収入の金額ならびに帰属収入構成比、ならびに全国法人（医歯系を
除く）の平均値（「私学財政」より）は、以下の通りである。なお、大学単独の状況は（表 46－2）の通
りである。 
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（金額：千円、構成比：％）

本法人 全国 本法人 全国 本法人 全国 本法人 全国 本法人 全国

寄付金収入 110,100 1.6 2.3 14,788 0.2 1.9 7,491 0.1 3.4 6,634 0.1 2.3 5,855 0.1 -

資産運用収入 41,602 0.6 1.8 97,365 1.5 1.9 197,728 3.1 2.3 213,654 3.6 2.8 211,620 3.7 -

　　　　　　年度

 科目

2005（平成17）年度 2006（平成18）年度 2007（平成19）年度

構成比 構成比 構成比
金額金額金額

構成比 構成比

2003（平成15）年度 2004（平成16）年度

金額金額

 
 
④ 予算編成と執行 

本法人の収支予算原案の作成など予算全般について原案の審議は、常任理事会で行う。また、そのも

とには目的別に予算委員会を設け、予算組みおよび執行について細部にわったて審議を行っている。そ

の予算委員会を以下に示す。 
     ① 共通予算委員会（管理予算） 
     ② 研究予算委員会（本学および短期大学の研究予算） 
   ③ 大学院教育予算委員会 
     ④ 人間科学部教育予算委員会 
     ⑤ 国際学部教育予算委員会 
     ⑥ コミュニティ振興学部教育予算委員会 
     ⑦ 短期大学教育予算委員会 
     ⑧ 高校予算委員会 
     ⑨ 中等教育学校予算委員会  

⑩ 幼稚園予算委員会 
  教育、研究予算の配分額決定は、毎年 9月の常任理事会において、次年度の入学予定者、在学予定者
見込み数を算出し、それぞれの学部学科の在籍者数に基づき収入見込金額を積算、配分原資とする。配

分原資に基づき配分額決定後、上記の②研究予算委員会から⑥コミュニティ振興学部教育予算委員会（以

下、この報告書において「研究教育等予算委員会」という）において、10 月から翌年 1 月までの約 4
ヶ月間の予算審議を経て原案を作成する。 
  特に、研究教育等予算委員会については、次年度予算案審議と並行し、当年度予算の執行状況などの
確認、および補正予算の審議を行っている。この時期は、春セメスターが終了し、予算的問題が発生す

る時期でもあり、当該年度の執行状況とあわせて予算内での軌道修正を計り、併せて、次年度予算編成

に結びつける有効な予算執行過程であると考える。 
  主に管理予算である共通予算委員会については、本法人全体の各課・センターの部署単位での予算審
議であり、7 月下旬の「予算申請の手引書」の配布に始まり、各課・センターからの予算要求に対し、
新規事業案件（一件あたり原則として 100万円以上の案件）と、その他経常的経費とに分けて予算の申
請を行う。 
  新規事業案件は、9月末日までに要求申請手続きを行い、10月から翌年 2月まで、毎月 1回の間隔で
共通予算委員会にて各要求案件についてのヒアリングを実施し、その必要性、費用対効果、継続性等に

ついて十分に審議した後、翌年 2月末日までに予算原案を策定する。 
  経常的経費については、8 月下旬までに財務システムを介して予算要求案を提出し、その要求案につ
いて前年度の決算実績、当年度の執行状況に基づき精査し、各課・センター単位に会計経理課とヒアリ

ングを実施し、原案を作成する。さらにその原案について翌年 1月末日までに常任理事（財務担当）と
のヒアリングを行い、予算要求原案の精度を上げるよう努めている。各課の経常的経費予算要求額は共

通予算委員会にその都度報告し、新規事業案件と併せて共通予算全体の積算に当たる。 
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  上記に示す全ての予算委員会での予算原案が策定された段階で、再度 3月初旬に常任理事会に全体総
額が上程され、本法人全体の原案が決定される。次に、3 月末開催の評議員会、理事会の議を経て予算
の成立に至る。 
本学の教育研究経費の予算は、教育研究目的・目標のために配分されており、主として授業のための

予算として「大学教育予算」、本学と短期大学の研究助成のための「研究予算」、および各教員に配分さ

れる「個人研究費」の 3つに大別される。 
 大学教育予算は、委員会として研究科と各学部に設置している（③大学院教育予算委員会、④ 人間科
学部教育予算委員会、⑤国際学部教育予算委員会、⑥コミュニティ振興学部教育予算委員会：総称して

「大学教育予算委員会」という）。研究科・各学部から委員を選出し、毎年 9月末から翌年 1月末まで
の間、次年度の授業での予算要求や、全体での教室の施設・設備などの維持管理費についての予算審議

を行っている。配分額は、毎年 9月の常任理事会において、次年度の入学予定者、在学予定者見込み数
を算出し、それぞれの在籍者数に基づき、原則として概算額で配分される。その予算額で予算編成審議

を進め、新入生が確定した段階で（新年度 4 月初旬）、収容定員の充足率に応じて最終配分額を決定す
る。その段階で補正予算のための委員会を開催し、当初予算で決定した編成内容の調整に当たる。 
  研究予算は毎年 9月の常任理事会において、次年度の入学予定者、在学予定者見込み数を算出し、そ
の在籍者数に基づき配分額が決定される。課題研究助成、研究備品購入助成などに使われ、特定の課題

研究に関しては、共同研究と各個研究に分けて毎年度助成希望の募集を行い、審査の上採択された研究

に対し助成が行われている。2007（平成 19）年度は、共同研究 11件、各個研究 14件の申請があり、
そのうち共同研究 8件、各個研究 14件が採択され、研究助成金を受けながら各研究が実施されている。
このうち、大学の研究助成金は、共同研究 10件、各個研究 13件が申請通り採択され実施された。大学
の研究費申請件数は増加傾向であり、採択制度の強化と予算不足が懸念される。この研究費の執行につ

いては、研究教育支援センターが管理・運用している。 
 また、個人研究費は本学全教員に対して毎年度一定額が原則として支給され、各教員それぞれが研修

出張費、資料費、備品費、消耗品費および雑費に使用している。この個人研究費についても、各教員別

に研究教育支援センターで管理している。 
  決定した予算書は、4月 1日付で、全ての予算委員会の委員長宛（共通予算については各課・センタ
ー長宛）、決定額と執行についての留意点を配付し、実質的に新年度の予算が動き出す。教授会・研究科

委員会等へは、各委員長より周知報告される。新規事業案件については、計画的な執行と目的達成のた

めの効果な執行を促し、教育予算については、授業に関連した適正な執行を促している。その他経常的

経費は、各課・センターの全職員挙げての「倹約、有効執行」を前提に取り組んでいる。 
 2007（平成 19）年度から新財務システムが稼動し、予算執行については各課・係単位での維持管理
を前提とし、予算執行状況全般について、リアルタイムに各課・係のパソコンで確認できる体制を確立

し運用している。併せて、次年度の予算編成についても、同財務システムを介して予算要求（新規事業

案件、経常的経費）を行い、共通予算委員会の審議および、会計経理課、常任理事（財務担当）とのヒ

アリング結果を反映した予算要求額に対する査定額を同財務システムにより各課・係のパソコンで確認

できる。当年度の執行状況を確認し、また、前年度の実績額について同財務システムのデータを確認し

ながら、予算費目個別単位での積み上げに効率良い予算編成作業が実現できている。今後、決算額がシ

ステム内に累積していけば、より精度の高い予算編成作業が実現できる。 
 
⑤ 財務監査 

  財務監査は、学校法人の監事が行う監査と、公認会計士の行う監査の 2通りを実施している。前者は、
2 名の非常勤監事が会計帳簿、書類、現金、有価証券等の状況を監査することであり、単に収支状況の
現況把握だけでなく、事業計画に基づく予算の執行状況や適切性を監査し、学校法人の財産全体の状況
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を監査するとともに、研究教育活動の実績、学生募集の実績などについても監査を行っている。現状で

は、年に 3～4回の実施となっている。 
  一方、後者は、私立学校振興助成法第 14条第 3項の規定に基づく監査で、学校法人会計基準に基づ
いた諸表類である「資金収支計算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」の作成作業を目途に収支全般

にわたって監査を実施している。予算の使途の適切性や、妥当性について、または経費支出の按分等に

ついても詳細に監査している。4名の公認会計士が延べ 16日間監査に当たっている。 
  これら、人的な財務監査に加え財務システムによる財務監査の強化も実施している。財務管理システ
ムのリプレイスにより、すべての予算担当者の手元のパソコンから前年度実績に基づいた予算編成作業、

予算執行過程での予算残高のリアルタイムな表示、予算執行履歴の一覧化等により管理強化が実現でき

るとともに、透明性の高いシステム運用により財務監査体制の強化を図っている。 
 
⑥ 私立大学財政の財務比率 

  第 13章  資料 1は、過去 3ヶ年の収支計算書の概要であり、大学分について 2005（平成 17）年度
と 2007（平成 19）年度を比較分析すると、帰属収入は 82.1%、消費支出合計は 97.0%、人件費は 100.6%、
教育研究費は 95.5%、基本金組入額は 76.4%と、それぞれ推移している。帰属収入の減少に対し、各支
出項目の減少率は必ずしも相応してはいないが、昨年度に比べると同一方向に推移してきている。また、

2006（平成 18）年度以降 2年連続で消費収支差額はマイナスに転じた。 
また、「私学財政」の消費収支計算書関係比率の平均値に対して、人件費比率で 2.4ポイント、教育研
究経費比率は 4.5ポイントとそれぞれ上回っている。消費収支比率は 1.8ポイント下回った。 
貸借対照表関係比率の平均値に対しては、自己資金構成比率は 7.8ポイント、流動比率は 263.2ポイ
ントとそれぞれ上回っている。総負債比率は 7.8ポイント下回った。 
  併せて、帰属収入が減少傾向にあり、今後学生確保の厳しい状況から数ヶ年収入減が進むことが予想
されるが、表 47の通り、資産、負債構成比率ともに 5ヶ年安定した推移であり、財政全般については
引き続き安定した数値を示している。 
 

【点検・評価】 

① 中・長期的な財務計画 ―到達目標〈1〉〈2〉関連― 
 2006（平成 18）年 5月 24日開催の常任理事会で審議され決議された財務計画に基づき、計画を進め
ているが、その後、具体的な見直しが行われていない現状である。 
その財務計画は、中等教育学校設置に伴う計画が大半を占めている中で、本学、短期大学、高等学校、

のそれぞれの案件を盛り込んだ本法人の 10ヶ年計画であり、ここ 2ヶ年はほぼ予定通りの計画遂行に
なっている。 
収入面では、2007（平成 19）年度の入学者数が予定を下回ったものの、2008（平成 20）年度は逆に
予定を上回り、結果としては 2ヶ年平均で見込み通りとなった。また、補助金収入、資産運用収入にお
いても安定的に推移している。一方で、寄付金収入については増額できず、2009（平成 21）年開学 100
周年記念事業の一環としての寄付金募集に全学を挙げて取り組むこととなっている。寄付資産運用課を

中心に 2009（平成 21）年から 5ヶ年計画で寄付金募集にあたり、可能な限り継続的な収入源とできる
よう制度化を計画している。この点については財務計画の中期的収入計画へ反映される案件となるであ

ろう。 
さらに、支出面では、開学当初からある建物の経年劣化に対する修繕・改修計画を順次予定しつつ、

今後の改組転換計画に順応できるよう財務計画の見直しを行う。また、支出を必要最小限にする意味で

も、現有の教具・校具の有効活用と、新規要求物品等の各予算委員会間での情報を共有することにより、
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本学として予算の有効活用により一層努める。 
  教育・研究基盤のさらなる整備・拡充に結びつけるための財源の確保は重要なことであるが、これま
での収入増加は苦難の期となり、今後は収入減の一途をたどることは免れない。 
  こうした時代を乗り切るためには、財政上の執行全般を取りまとめることのできる学内審査機関、委
員会等を強化し、我々教職員一人ひとりが学生本位の環境づくりに寄与すべきである。これら、学内情

勢を本法人の 10 ヶ年計画に反映させ、定期的に計画の見直しのできる体制を併せて確立することが今
後の課題となる。 
 
② 教育研究と財政 ―到達目標〈3〉〈4〉関連― 
 第 13章 資料 1の通り、学生生徒納付金収入の減少は 2005（平成 17）年度から 2007（平成 19）年
度にかけて 6億 5千万円弱の減少、2006（平成 18）年度から 2007（平成 19）年度にかけて 2億 8千
万円弱の減少とそれぞれなっている。これは入学定員割れに伴うものであり学年進行とともに今後数ヶ

年は学生生徒等納付金の減収は避けられない。このことにより、2006（平成 18）年度以降 2年連続で
消費収支差額はマイナスに転じ、よって前述した学生生徒等納付金収入の回復が急務である。 
一方、補助金収入は 4億 2～5千万円前後で推移しており、学生数減少にあっても安定的になってい
る。これは一般補助のB配点およびC配点が良好となり、また、特別補助においても「教育・学習方法
等改善支援」などの採択制補助項目での補助金獲得が顕著となっているためである。資産運用収入につ

いても運用益が安定化し、1億 3千万円台で推移している。これら安定収入源がある一方で、手数料収
入、特に検定料収入の減額が大きく、志願者減を抑える手立てが急務となっている。また、寄付金収入

はかなり低額での推移であり、「私学財政」の文系複数学部、在籍者数 2～3千人規模で、平均 2千 7百
万円の寄付金収入となっているが、本学は、2005（平成 17）年度から 2007（平成 19）年度にかけては
5百万円から 1千万円程度の実績と全国平均を下回った実績額となっている。   
帰属収入は 40億円弱から減少傾向にあり、32億 6千万円まで減少した。今後、大幅な増額は期待で
きず、表 46-2の通り、学生生徒等納付金比率は 80%以上で推移していることから、より一層支出面で
の抑制に努めるべきと考える。一方、多面的収入増を目指し、2009（平成 21）年度開学 100周年事業
の一環として寄付金募集に積極的に取り組んでいくために、2006（平成 18）年 9月に「寄付資産運用
課」を設置した。また、研究教育支援センターを中心とした外部資金の獲得により、収入源拡大にも取

り組んでいる。 
  人件費支出は 2008（平成 20）年の学科改組により教員を増員したため、教員人件費支出の増額は確
実であるが、他の支出項目については抑制しつつある。 人件費関連比率が上昇傾向にある中で、教育研
究経費の十分な財源確保と維持が急務である。また、予算策定時の教育研究経費と人件費割合を勘案し

つつ、配分額の有効性を検証していきたい。 
表 46-2の通り、過去 5ヶ年の教育研究経費比率はすべて 23%以上で推移をしている。特に 2006（平
成 18）～2007（平成 19）年度の教育研究経費比率は 30%台に伸び、水準を維持している。これは、2005
（平成 17）年度の「情報メディアセンター」竣工に伴う情報関連機器の追加・入替導入整備により、維
持・管理費は固定費として一定割合で増額したが、一方で、学生へのより良い学習環境の提供につなが

っている。建物・校舎等の修繕、改修は年次計画で行うが、今後の改組転換計画に伴って、新カリキュ

ラムに合った環境整備をしつつ、それに合わせた各所の修繕・改修を進めていく。学生の学習環境整備

を第一に捉え、併せて研究体制の整備に財源を有効活用すべきと考える。さらに、借入金のない財務状

況を維持継続しつつ、上記、学習環境維持・整備に努めていきたい。 
 
③ 外部資金等 ―到達目標〈4〉〈5〉〈6〉関連― 
科研費、外部資金等の受け入れ状況について、本学では、2005（平成 17）年度から研究支援体制を
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確立するため、外部資金等の申請や受け入れ手続きの事務サポートを担当する研究教育支援センターを

開設し、研究支援事務組織の強化を図ってきた。これにより、科学研究費補助金の採択件数が増加し、

受け入れ交付金額は年々、増加している。これは、同センターが学内研究助成業務の事務も担当してい

ることから、学内における共同研究を支援しながら科学研究費補助金の申請へつなげていくことができ

るなど、研究グループの研究力の強化が図られ、体系的な研究サポート体制が整ってきたことの表れで

ある。 
受託研究費等の受け入れについては、現状の通り活発とはいえず、受け入れ金額も学外からの研究費

の割合からすると少ない数値となっている。 
寄付金収入については、計画的な募金活動等を行っていないため、経常的な寄付金は微少な額であり、

帰属収入に対しての構成比でみても、全国平均値と比べ非常に低い値で推移している。 
資産運用収入については、2001（平成 13）年度より積極的な資金運用に取り組み、全国平均帰属収
入構成比 2%台の状況である中、本法人においては 2007（平成 19）年度で構成比 3.7%と安定した収益
をあげており、学生生徒納付金および手数料収入の大幅な増加が期待できない状況下、収入の増加に貢

献している。 
 
④ 予算編成と執行 ―到達目標〈7〉〈8〉〈9〉〈10〉関連― 
  帰属収入が減少傾向にある中で、これまで以上に収支バランスを意識した予算編成を心がけなければ
ならない。いかに正当かつ十分な予算配分ができるかが重要課題であり、前述した研究教育等予算委員

会ごとに過年度の予算対比での執行状況をよく分析し、各々の目的にあった予算執行額と必要不可欠な

予算配分額の精査作業に当たっている。さらに、各委員会が形骸化せず、実質的な予算積算の責任委員

会として機能するよう、委員会メンバーである教員との連携を密にしている。 
  共通予算委員会（管理予算）、については、これまで以上にコスト意識を持って予算編成に当たるべき
である。どうしても前年度の執行状況にとらわれがちであるため、2007（平成 19）年度導入した財務
システムを活用し、予算編成時の要求額について前年度実績額および当年度の執行状況を精査しつつ、

要求額の積み上げを実行している。特に、学生数や教職員数に帰属するものについては員数を的確に捉

え、かつ安価で機能的なものの購入に努めている。 
また、新規事業予算については、不可欠な案件のみの申請にとどめ、必要最小限の範囲での申請を周

知徹底している。申請された案件については、共通予算委員会（管理予算）にて今まで以上に慎重に審

議し、必要性および要求額の妥当性について検討を重ねている。 
2007（平成 19）年度から、2006（平成 18）年度の新規事業予算について、予算申請・担当部署の執
行「一次評価」をし、それを受ける形で、共通予算委員会（管理予算）で「二次評価」を実施した。2008
（平成 20）年度以降は、二次評価に加え新規事業案件の実施内容の必要性、有効性等を評価するととも
に、執行額の妥当性や案件によっては継続性の有無を共通予算委員会（管理予算）としてまとめ上げ、

その結果を予算申請担当部署へフィードバックする計画が進行している。これが継続的に実施できれば

執行実績に対する評価となり、関連業務についての経常的予算申請の目安となることが期待できる。 
  前掲した通り、予算執行に当たっては学部単位、部局別、目的ごとに詳細に分割され、管理されてい
る。それぞれの教育予算委員会、各部局で管理予算の執行状況、執行途上における問題点等について、

随時審議、検討、処理することとなっており、予算委員会単位に小回りが利き、妥当な委員会構成とな

っている。そのため期中で発生する追加予算案件は、それぞれの予算委員会内で執行残額を有効活用で

きるよう科目流用を含めて補正予算の措置を取れるシステムになっている。 
  一方、予算委員会ごとの横断的な執行については、現段階では認めておらず、研究教育等予算委員会
では、柔軟な対応として、年末に予算残額に対しての補正予算を編成し予算の有効活用策の一つとして

機能している。 
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  それぞれの予算審議内容については、研究教育等予算委員会については各研究科委員会および、教授
会への報告がなされている。また、管理予算については、共通予算委員会（管理予算）を介して各部署

への連絡体制をとりつつ、新規事業案件については次年度に評価を行い、予算申請担当部署へフィード

バックするとともに、今後、学内への評価内容を公開することを計画している。 
 新財務システムの稼動により各課・係のパソコンで予算の執行状況が瞬時に確認できるようになった

ため、研究教育等予算委員会の事務担当である「研究教育支援センター」および「教学事務室」では、

予算担当の「会計経理課」の介在なしに、常時、残高の確認が可能となった。このことにより予算執行

の進捗および予算策定時の執行計画との照合が容易となり、年度途上に行う各委員会への「予算執行状

況報告」が簡便となった。 
  さらに、全部署においては、予算策定時の要求費目に対して、執行時あらためて見積書等を採取し同
財務システムで「予算執行伺」を担当部署から施設設備課、会計経理課、常任理事へと稟議することに

より、予算執行時の最終チェック機能が強化・実現できた。予算が取得できたからといって闇雲に執行

できないような仕掛けを施している。このことにより、無駄な出費を抑え、その時勢に合った物品調達

に心掛けている。全学、各部署の協力を得て、無駄の無い有効な予算執行に努めている。 
予算執行については、その進捗や超過状況が瞬時に確認でき、また、未納や支払い遅延物件の判明に

も威力を発揮し、多面的に予算編成・執行状況の確認・判断ができるようになった。さらに、その結果

を基に、予算編成のあり方、配分方法および重点項目の洗い出し等に数値化したデータを有効活用した

い。 
 
⑤ 財務監査 ―到達目標〈11〉関連― 
  監事の監査は、現行、年数回の実施であり、回数や開催時期について計画的な実施を行う必要性があ
ると考える。また、公認会計士の監査は、2007（平成 19）年度実績で同年 12月から翌年 5月までの約
半年間、実査 16日間、延べ 63人におよぶ規模での監査を行った。しかし、監事が非常勤であることも
あって、監事と公認会計士との間での打ち合わせ、相談できる時間確保が十分にできず、年々増加傾向

にあるものの、今後、更なる連携の強化に努める。なお、2007（平成 19）年度には本部棟内に「法人
室」を設置し、常時監事と公認会計士との間で打ち合わせのできる場所の確保が実現できた。 
  さらに、2009（平成 21）年までに内部監査体制の確立を目指す。 
 
⑥ 私立大学財政の財務比率 ―到達目標〈12〉関連― 
  消費収支計算書比率および貸借対照表関係比率は、「私学財政」掲載の平均値と比べ概ね良い結果とな
り、数ヶ年良い比率で推移している。 

18歳人口の減少による「少子化」の影響を受け、志願者、入学者は今後ますます減少傾向にある。ま
た、在学生についても、社会情勢（景気）の変化により、家庭内財政状況の悪化の結果、退学・除籍と

いったようなケースがあり、全学的な対応により学生の流出防止に努めたい。 
  資産運用においても、預貯金から債券運用への拡大移行を行い、一定の実績を積み上げた。これらの
財源を維持しつつ、さらに安定的な運用益の確保を目指したい。 
  帰属収入のほとんどが、学生生徒等納付金と補助金に依存している現状から、中・長期間プールすべ
き自己資金額の明確化と、その保有方法についてさらに検討を必要とする。これらは、借入金のない財

務状況を維持継続する上で重要な点である。 
また、数ヶ年懸案事項である「寄付金収入」の拡大のため 2009（平成 21）年予定の周年寄付の募集
に全学を挙げて取り組み、これをきっかけに関係各位の理解を獲得し、寄付金収入の増加へとつなげて

いきたい。 
  一方支出面では今後、人件費率を 50%台に抑えつつ、基本金組入率を 10%以内で確保し、教育研究経
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費比率 30%台での安定支出を継続する。また、収支バランスの取れた予算配分と、中・長期的な財務計
画立案（修正含）を実現し、随時軌道修正の可能なシステム作りが必要である。 
 

【改善方策】 

① 中・長期的な財務計画 
  本法人は、2008（平成 20）年 4月に中等教育学校を開校した。法人としては本学開学以来の大プロ
ジェクトであり、この計画に関連して中・長期的な 10ヶ年の事業計画を策定した。この計画は、2009
（平成 21）年の開学 100 周年記念事業を軸に計画されたものである。そして、この計画に基づく財務
計画は、2006（平成 18）年 5月 24日開催の常任理事会で審議され決議された。 
  しかし、その後この計画に対しての詳細な変更および修正は行われていないのが現状である。常任理
事会の決議で策定された財務計画であり、施設設備関連案件が大部分を占めるため、施設設備課所管の

「教育環境整備委員会」での審議・検討を進め、法人全体の施設設備整備計画を策定し、財務計画へ反

映させる。 
  具体的には、2009（平成 21）年度の予算編成が始まる 9月以降 12月までに新規事業案件の審議と並
行して、1～2月中に当財務計画への加筆修正を行い、毎年度の予算編成と同時に常任理事会へ案件を上
程し、決議を得る流れで進める。 
  今後、この計画を進めながら、一方で収入増額の厳しい現況から財務計画の軌道修正と収支バランス
の取れた財務体質の維持に全学を挙げて取り組まなければならない。 
 
② 教育研究と財政 

 収入増額の厳しい現況から財務計画の微調整を細部に行いつつ、収支バランスの取れた財務体質の維

持に全力を注ぐべきであると考える。収入面については、学生生徒等納付金収入、補助金収入、および

手数料収入等の増額が厳しい現状ではあるが、アドミッションセンターによる学生募集活動の善戦と、

学生支援センターを中心とした在学生への多方面におけるケアを職員一丸となって実施し、入学定員の

確保と退学者の減少へとつなげたい。  
さらに、外部資金等の獲得に積極的に取り組み、教育・研究の資金源として有効利用を目指す。具体

的には、研究教育支援センターを中心に「科学研究費補助金」などの外部研究費や受託研究費等の獲得

増大、および、地域連携センターを中心に産官学連携に結びつく観点から地元の自治体、企業との交流

を活発化させることが重要となる。 
また、2009（平成 21）年予定の周年寄付の募集に全学を挙げて取り組み、数ヶ年にわたる懸案事項
である「寄付金収入」の拡大を実現させ、収入源の確保へとつなげたい。 
このように、各収入項目については関連の部署との連携がかなり重要であり、引き続き情報を共有し

つつ実現へ向けて努力していく。 
 一方、支出面については更なる経常的経費の削減に努める必要がある。管理部署ごとに、固定費（維

持管理費）の削減を実現するため、日ごろからの節約と関係各課との連携を今まで以上に密接にし、共

有できるものを有効に活用するように促している。さらに、光熱水費削減に心がけ、温暖化防止のため

の資源利用の節約やリサイクルの強化など、職員各人ができることの具現化を目指し、CO2排出削減に
ついては数値目標を定め、それに向けての具体的対応に全学を挙げて取り組むことが必要である。光熱

水費削減に対する職員の意識の徹底を促し、併せて学生の取り組みに浸透させていかねばならない。な

お、2008年 10月現在、上述の取組みなどを積極的に行う、エコキャンパス化に向けた検討を始めたと
ころである。 
また、人件費支出は、学科改組による教員の増員が発生し、一定期間増額傾向にあるため人件費比率
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の悪化が数ヶ年は避けられない。しかし、本学全体としてみれば、学生の収容定員に対する充足率を改

善することが実現できれば、人件費比率の改善は可能な範囲であり、改善・回復へと向かいつつある現

状を何とか維持していきたい。 
 本学の教育研究計画、教育基盤整備計画をより一層推し進め、地域に根ざした学校づくりに寄与する

べく、入学者の確保、資金運用、債券運用などの他にも、これまで積極的に取り組んでいない外部資金

調達や寄付金の受入を実現させ、安定した財政基盤の維持に努め、「借入金」のない財務内容を堅持する

ことを目指す。 
 
③ 外部資金等 

 外部資金、特に科学研究費補助金の申請、採択に関し今後も一層増加させていくため、2007（平成
19）年度から科研費補助金に関わる研修会を実施している。これは、まだ小規模なもので申請時期間近
の実務的な内容にとどまっているので、この研修会を計画的に継続して企画し、教員間の情報交流の促

進と研究教育支援センターを中心としたサポート体制の更なる強化を図っていくと同時に、全学規模で

の研究を戦略的に推進するために、基礎情報としての研究者データベースや研究者ネットワークの構築

を 2010（平成 22）年度までに目指す。 
また、地域連携センターが 2008（平成 20）年 1月に開設され、企業等との共同研究や受託研究を推
進する体制が整い始めており、社会連携の促進による外部資金の調達に際して学内規則を整備すること

で、企業等にとって大学と連携しやすい環境を整える。 
そして、研究支援業務の広域化と質の高度化が進む中で、その業務も産学連携コーディネート、知的

財産マネジメント、研究機器メンテナンス、ベンチャー企業支援等多岐にわたるため、適切な研究教育

支援の事務体制のあり方を検討し、整備する。 
 寄付金収入については、本法人はこれまで学生生徒納付金以外の経済的負担をかけないという経営姿

勢もあって、在学生や卒業生に要請する寄付金の制度を設けていなかったが、2009（平成 21）年より
本法人として初めて行う寄付募集活動（開学 100周年記念事業に対する募金活動）を成功させ、恒常的
な寄付金獲得のための布石となるよう努めていく。さらに、恒常的な寄付を得るためには、本学におけ

る教育研究、地域貢献、財務などの中・長期計画を明確にし、その取り組みを在学生や卒業生をはじめ

とした各ステークホルダーに十分説明し理解を得ることで、本学への支援体制を構築していく。 
 資産運用収入については、資金運用益は安定した収入が得られており、今後もそのリスク管理をしな

がら、収入の維持に努めていく。また、施設利用料収入は、その増額と前述の本学への支援体制の構築

のためにも、施設等を卒業生や地域住民に広く開放するなど積極的な取組みが必要となり、その実現に

向けた検討を進める。 
 
④ 予算編成と執行 

大学教育予算委員会の各委員会について、これまで、縦割りに執行管理を行ってきたが、少子化によ

る入学生の減少による収入減を考えると、在籍者数を意識した予算編成を原則にする一方で、重点的配

分など、妥当性のある弾力的な予算の配分・執行方法の改善に努めなければならない。 
  今後、少子化に伴う収入減への対応は言うまでもなく、限りある財源の有効活用と、各予算委員会で
のこれまで以上の執行管理と執行分析の必要性が緊急の課題である。特に、学生に対する環境整備を最

優先に「学生満足度調査」などの結果を十分に分析し、学長室を中心として教学部門において、改善計

画の策定と予算の重点配分と新規事業予算化に当たらなければならない。併せて、研究教育環境全般の

整備という点では、2006（平成 18）年 5月 24日開催の常任理事会で審議され決議された中・長期的な
事業計画を基本に、上記、改善計画を随時織り込み、本学の教育研究基盤増強を可能にする予算配分を

実現させたい。 
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  特に、年度末に向けた予算執行案件の中には、予算の残額にあわせて「次年度の前取り」的な執行が
一部見受けられる。これは、次年度に執行すべきでありながら準備、ストック分としての執行に過ぎな

いものであり、場合によっては適切な範囲のものであるが、大半は、この限りではないように思われる。

いずれにしても、委員会内に執行分析できる評価尺度と、執行実績に基づく有効な予算配分が実施でき

る制度および体制の確立について、検討を進める必要性を痛感する。さらに、予算編成上の透明性をよ

り一層推進し、常任理事会、各教授会、および各教育予算委員会の連携、さらには、教学事務部門での

連携はもとより、管理事務部門との連携、情報共有により、明瞭な予算編成に心掛けたい。 
 
⑤ 財務監査 

  今後の改善点としては、財務システムにより構築したデータを基に、監査上の分析データとしての定
型化した指標の作成に努める。新規事業案件の実施評価とその後の継続性の判断基準データとして、ま

た、経常的予算の有効性の判断材料として活用できるよう、分析データの構築・整備を手がけていきた

い。 
さらにこれらのデータを監事に提供し、財務監査の現状確認・分析に寄与することを目指す。学校法

人は公益目的の機関である以上、客観的に安定した運営を常に監査を通して得られるよう努めなければ

ならない。その実現に向けて監事の常勤化や配置人数の増員など、環境整備が不可欠と考え、関係部署

との協議を進めている状況である。 
  また、監事と公認会計士との連携強化については、公認会計士の監査時（延べ 16 日間）に監事が複
数回同席できるよう法人室を設置したが、日程調整に手間取り思うような結果が得られにくい。そのた

め、早めに日程調整を行い、監事と公認会計士が連携できるよう年間計画として日程をあらかじめ設定

し、時期ごとに定型の案件と新規の案件とに分けた検討スケジュールを実現させる。双方の立場から、

財務面はもとより学校法人運営全般についての総括的かつ具体的な指導・助言をいただき、業務遂行に

活かしていきたい。 
 
⑥ 私立大学財政の財務比率 

 消費収支計算書比率および貸借対照表関係比率は、「私学財政」掲載の平均値を目安とし、すべてが良

い値となるよう、財務全般について取り組む必要がある。 
  帰属収入のほとんどが、学生生徒等納付金と補助金に依存している現状から、今後の増額困難な見通
しを十分に理解し、借入金のない財務状況を維持継続させる。自己資金額の保有方法について更に検討

し、学生確保の見通しと連動させながら中・長期の財務計画を策定する。 
  帰属収支差額比率を 10%台へ回復させ、学生生徒等納付金比率の 70%台への減少と、寄付金収入の
1%台への向上を目標に 3ヶ年以内の実現を目指す。また、人件費率を 50%台に抑えつつ、基本金組入
率を 10%以内で確保し、教育研究経費比率 30%台での安定支出を継続することで、収支バランスのとれ
た予算配分と、財務内容の安定的な推移を実績として残していきたい。 
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【第１３章　資料１  過去３ヵ年の収支計算書の概要（2005～2007年度）】

【資金収支計算書／資金収入の部】 （単位：千円）

学生生徒等納付金収入 4,910,448 3,255,717 4,483,995 2,886,311 4,203,362 2,607,011

手数料収入 107,645 40,077 96,010 37,507 108,206 28,634

寄付金収入 1,200 800 950 500 1,600 1,000

補助金収入 1,042,421 457,235 1,011,933 444,266 998,281 426,649

資産運用収入 197,728 137,930 213,653 143,577 211,620 131,154

資産売却収入 0 0 100,000 100,000 500,000 500,000

事業収入 84,116 50,519 66,543 35,559 71,303 39,792

雑収入 129,450 27,625 73,214 44,385 94,398 24,952

前受金収入 869,962 － 819,152 － 896,251 －

その他の収入 583,276 － 156,082 － 1,081,259 －

資金収入調整勘定 △ 1,141,186 － △ 965,424 － △ 927,417 －

前年度繰越支払資金 6,711,995 － 7,427,218 － 6,357,413 －

収入の部合計 13,497,055 3,969,903 13,483,326 3,692,105 13,596,276 3,759,192

【資金収支計算書／資金支出の部】

人件費支出 3,088,309 1,786,647 3,073,825 1,825,229 3,162,498 1,803,392

教育研究経費支出 1,242,945 793,592 1,189,467 770,131 1,267,452 740,877

管理経費支出 468,214 318,530 581,354 367,800 552,612 296,898

施設関係支出 835,011 562,583 576,464 322,496 2,092,400 142,814

設備関係支出 156,956 115,971 114,797 85,022 231,747 52,244

資産運用支出 0 － 1,600,000 － 1,500,000 -

その他の支出 354,019 － 83,085 － 101,841 -

資金支出調整勘定 △ 75,617 － △ 93,079 － △ 53,985 －

次年度繰越支払資金 7,427,218 － 6,357,413 － 4,741,711 －

支出の部合計 13,497,055 3,577,323 13,483,326 3,370,678 13,596,276 3,036,225

【消費収支計算書／消費収入の部】

学生生徒等納付金 4,910,448 3,255,717 4,483,995 2,886,311 4,203,362 2,607,011

手数料 107,645 40,077 96,010 37,507 108,206 28,634

寄付金 7,491 5,207 6,634 5,198 5,855 3,966

補助金 1,042,421 457,235 1,011,933 444,266 998,281 426,649

資産運用収入 197,728 137,930 213,653 143,577 211,620 131,154

資産売却差額 0 0 0 0 0 0

事業収入 84,116 50,519 66,543 35,559 71,303 39,792

雑収入 129,450 27,625 73,214 44,385 94,774 25,261

帰属収入合計 6,479,299 3,974,310 5,951,982 3,596,803 5,693,401 3,262,467

基本金組入額合計 △ 332,552 △ 218,093 △ 2,107,533 △ 321,871 △ 2,181,251 △ 166,633

消費収入の部合計 6,146,747 3,756,217 3,844,449 3,274,932 3,512,150 3,095,834

【消費収支計算書／消費支出の部】

人件費 3,085,420 1,781,631 3,082,345 1,824,922 3,153,266 1,792,131

教育研究経費 1,961,181 1,153,688 1,905,387 1,135,521 1,976,135 1,102,219

（うち減価償却額） ( 718,236 ） ( 360,096 ） ( 715,920 ） ( 365,390 ） ( 708,683 ） ( 361,341 ）

管理経費 567,664 396,940 682,033 447,461 656,156 377,627

（うち減価償却額） ( 99,449 ） ( 78,411 ） ( 100,679 ） ( 79,661 ） ( 103,544 ） ( 80,729 ）

資産処分差額 44,826 36,814 1,666 1,666 0 0

消費支出の部合計 5,675,755 3,384,670 5,681,313 3,418,887 5,796,441 3,281,732

当年度消費収入（支出）超過額 470,992 371,547 △ 1,836,864 △ 143,955 △ 2,284,291 △ 185,898

翌年度消費収入（支出）超過額 △ 46,783 2,533,681 △ 1,883,647 2,389,726 △ 1,883,647 2,389,726

法人全体分 うち大学分

2006（平成18）年度

法人全体分 うち大学分

2006（平成18）年度2005（平成17）年度

法人全体分 うち大学分

2005（平成17）年度

法人全体分 うち大学分

法人全体分 うち大学分

2007（平成19）年度

法人全体分 うち大学分

2007（平成19）年度
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第１４章  点検・評価                        

 
 

【到達目標】 

〈1〉 全学自己点検・評価委員会と各自己点検・評価実施委員会の責任と役割分担を明確にし、自己
点検・評価活動が円滑に進むような体制を整備する。 

〈2〉 自己点検・評価報告書に記載された改善方策について、円滑な実施を可能にするシステムを構
築する。 

〈3〉 自己点検・評価報告書の内容について、学外から意見を聴取するシステムを構築する。 
〈4〉 大学に対する指摘・勧告に対応する体制を確立する。 

 

【現状説明】 

① 自己点検・評価 
 本学の自己点検・評価は「全学自己点検・評価委員会規程」に従い、以下のような組織によって行わ

れている。 
 

学長

事務系自己点検・評価実施委員会

コミュニティ振興学部自己点検・評価実施委員会

総合講座自己点検・評価実施委員会

常磐短期大学自己点検・評価実施委員会

学生による大学評価実施委員会

被害者学研究科自己点検・評価実施委員会

コミュニティ振興学研究科自己点検・評価実施委員会

人間科学部自己点検・評価実施委員会

国際学部自己点検・評価実施委員会

全学自己点検・評価委員会

自己点検・評価実施委員会

ワーキンググループ

人間科学研究科自己点検・評価実施委員会

 
 
すなわち、学長の下に全学自己点検・評価委員会（以下、全学委員会）があり、その下に自己点検・

評価実施委員会（以下、実施委員会）が置かれるという構成である。実施委員会は各研究科、各学部、

総合講座、短期大学、学生による大学評価実施委員会、および事務組織の各部署に設置され、それぞれ
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の部署について、実際の自己点検・評価を行うことになっている。この実施委員会では、学部長・研究

科長など各部署の長が委員長を務めることになっており、委員長主導の下、全構成員が自己点検・評価

の実施に関わることが求められている。このことにより、全教職員が少なくとも自分が在籍する部署の

問題点や課題について、共通認識が持てるようにとの配慮がなされている。 
全学委員会は、各年度の自己点検・評価実施計画を作成し、実施委員会に対して助言や調整を行うほ

か、各実施委員会が実施した自己点検・評価の結果を集約し、全学的な事項について点検・評価を行う

役目を担っている。全学委員会は各実施委員会の委員長により構成されており、このことにより実施委

員会間や、実施委員会と全学委員会との連携が密に取れるような体制になっている。なお、実施委員会

との連絡調整を円滑に行うため、それぞれの実施委員会から選出された委員によるワーキンググループ

が置かれ、この組織によって報告書の編集作業等の実務が行われることになっている。 
このように自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムについては、整備されつつあるのだが、

その有効性についてはこれまでいくつかの問題点が指摘されてきており、2008（平成 20）年度の点検・
評価に当たっては、いくつかの改善を加えながら点検・評価を行ってきた。 
一つは各実施委員会の作業に関わることである。大学の全構成員が何らかの形で点検・評価に関わる

システムを採用したことは、改善点・問題点の共有という点で大きく評価することができるのだが、多

数の人間が関わることで、意見の取りまとめに多くの時間がかかってしまい、結果として内容について

深く議論をする時間が取れなくなってしまうというような弊害も生まれてきていた。そのため、各実施

委員会の委員長・副委員長が、日程の管理・調整を行い、その進行状況についてはワーキンググループ

と確認しながら作業を進めることとした。 
二つ目は、全学委員会に関することである。多忙な各部署の長が委員となっているため、全員が参加

して定期的に委員会を開催することが困難であり、これによって全学事項について十分な議論をするこ

とが難しくなってしまっていた。また、全学的な課題については、人事や予算の検討が必要になるもの

も多く、全学委員会の構成員だけでは対処できないという問題点も指摘されていた。これらの問題を解

決するため、まず、全学委員会のほかに、毎週定例で開催されている教学会議においても、必要に応じ

て、点検・評価に関する議論を行うこととした。教学会議には、学長、副学長、研究科長、学部長、各

事務部署統括などが出席している。さらに、人事や予算の検討を可能にするため、全学委員会の他に、

3 名の常任理事を加えて、「全学会議」を組織することとした。これらの措置をとることにより、大学
全体が一体となって、より具体的な話し合いができるようになった。 
三つ目はワーキンググループに関する問題である。本来、グループ構成員は各実施委員会から選出さ

れるべきなのだが、これまでは実施委員会に関係なく、人間科学部、国際学部、コミュニティ振興学部

からそれぞれ 2名が選出されてきた。このため、報告書の編集作業をするための集団としては効果的に
機能しているが、各実施委員会との連絡調整係りとしての機能は果たせていなかった。この問題を解決

するため、研究科・学部の各実施委員会の副委員長と事務系の代表者3名からなる編集委員会を組織し、
ワーキンググループと各実施委員会の連絡調整を行うこととした。 
以上の措置によって、本学の自己点検・評価のシステムは、非常に機能的なものになってきている。 
さて、自己点検・評価の結果明らかになった問題点については、関係部署および該当部署の構成員に

よって改善されることが求められており、それに伴う条件等の整備は学長が中心となって行うことにな

っている。また、結果に基づく中・長期的な計画についても、学長を中心として進めていくことになっ

ている。しかしながら、これまで、整備されるべき条件や中・長期的な計画の中には、理事会の決定を

待たなければならないものもあり、改善方策として明言することを一時留保せざるを得ない項目も出て

きていた。前述のように、2008年度の点検・評価作業に当たっては、全学会議を組織し、常任理事もそ
の議論に加われるようにした。これにより、将来の改善・改革に向けても、より有効な議論を行うこと

が可能となっている。 
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② 自己点検・評価に対する学外者による検証 

 自己点検・評価の客観性・妥当性を確保するための作業は、報告書編集作業の過程で、2 段階に分け
て行われている。まず、各実施委員会で執筆された原稿は、ワーキンググループ内で、客観性・妥当性

の検証と検討が行われる。この段階で、疑問点や客観性を欠いた記述などがあった場合は、実施委員会

はその疑問点等に回答し、必要があれば修正を促されることになる。疑問点への回答および修正が終了

した原稿は、全学委員会の全構成員に送られ、ここでもその客観性・妥当性が検証される。前述のよう

に、全学委員会は各部署の代表からなっており、それぞれの部署の視点から検証することでその客観性・

妥当性が高められている。 
 以上の 2段階の作業のほか、前述のように 2008（平成 20）年度より、常任理事も自己点検・評価の
作業に加わることになった。これによって、ともすれば教学および事務の視点に偏りがちだった点検・

評価に、法人の視点が加わることになった。 
 報告書は、学外の関係機関（大学基準協会、日本私立大学連盟、日本私立学校振興・共済事業団私学

活性化支援促進センター、茨城県教育庁、茨城県教育会、茨城県私学協会他 10 ヶ所）にも配布されて
おり、企画広報課を中心に、常に指摘や助言に対応できる体制になっている。 
 
③ 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

 本学の人間科学部は 1994（平成 6）3月 14日に財団法人大学基準協会の維持会員として加入し登録
されているが、その際にいくつかの事項について「勧告」を受けている。それらに対しては、真摯に改

善に努め、2001（平成 13）年度の「改善報告書」により、改善が完了しているとの裁定を受けている*。 
 2008（平成 20）年 4月の人間科学部健康栄養学科、2006（平成 16）年 4月の大学院コミュニティ振
興学研究科の設置に伴い、文部科学省より指摘された事項に関する対応は、本章末に記す。 
 今後、新たな改組や外部評価の実施により具体的な指摘や勧告があった場合には、学長の指導の下、

教学会議や全学自己点検・評価委員会が具体的な対応を検討することになる。 
＊財団法人 大学基準協会  平成14年3月20日付け 大基委相第263号「貴大学『改善報告書』の検討結果に
ついて」および添付資料「常磐大学改善報告書検討結果」 

 

【点検・評価】 

 上述のように、全学委員会と各実施委員会の責任と役割分担は明確に定められており、到達目標〈1〉
はかなりの部分が達成されているということができる。運用についても、2008（平成 20）年度はこれ
までの反省を踏まえて、いくつかの部分を改善し、点検・評価作業は円滑に進んでいる。本学では、2002
（平成 14）年度以来、毎年自己点検・評価報告書と大学基礎データを作成しており（ただし、2005〈平
成 17〉年度は大学基礎データのみ）、恒常的に点検・評価を行うシステムの有効性は実証されていると
いうことができる。ただし、日程については、実際に作業を行っている担当者から、過密すぎるという

声も上がっており、調整が必要である。 
到達目標〈2〉については、人的・制度的な改善については、学長および学長室の指揮の下、今後実
行可能なものになって行くことが期待できる。しかし、効率的な実行のためには予算が必要になること

もあり、その予算を確保することが今後の課題となろう。大きな予算を伴う改善方策については、点検・

評価の作業段階で常任理事との協議が可能になったことで、これまでよりも迅速な対応ができるように

なった。今後はこのシステムが円滑に運営されて、改善策が順次実行されていくことが期待される。 
 到達目標〈3〉に関連して、本学の自己点検・評価は、執筆・編集の段階で、客観性・妥当性が確保
されるよう十分な配慮がなされており、その効果も高いものがある。学外に対して情報を公開し、意見
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を聴取する体制もある程度整えられている。ただし、学外者による検証を必ずしも義務付けてはおらず、

完全な目標達成には至っていない。将来的には茨城県私学協会の会員校と連携し、相互に評価し合うシ

ステムを構築していくことも検討課題となるであろう。当面は本学独自の学外評価のシステムを作り上

げる必要があり、学外理事や父母会の協力を仰ぐことなどが考えられる。 
 到達目標〈4〉に関連して、これまでも大学基準協会や文部科学省の指摘については、真摯に対応し
てきた。今後、新たな改組や外部評価の実施により具体的な指摘や勧告があった場合には、学長の指導

の下、教学会議や全学自己点検・評価委員会が具体的な対応を検討することになっており、その体制は

整えられているといえる。ただし、具体的な指摘や勧告に対応するためには、それ相応の予算が必要と

なることも予想され、この点に関して、制度上の整備を行っていくことが必要である。 
 

【改善方策】 

 点検・評価の作業日程については、各実施委員会から意見を聴取し、ワーキンググループが適切な作

業日程を設定することとする。また、それぞれの作業の効率化を図るために、適材適所に作業担当者を

配置することとする。 
 改善策をより円滑に実施し、文部科学省や基準協会の指摘に対して迅速に対応するためには、やはり

そのための予算措置が必要である。「自己点検・評価に基づく改善のための予算」、および「自己点検・

評価に対する指摘や勧告に伴う予算」について、予算案を策定することとする。 
 最後に、学外者の検証については、全学自己点検・評価委員会が、学外理事および父母会等を念頭に

置いた「学外者による検証システム」を構築し、教学会議に提案することとする。 
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2008（平成20）年4月 人間科学部健康栄養学科、2006（平成16）年4月 大学院コミュニティ振興学研

究科の設置に伴い、文部科学省より指摘された事項に関する対応 

 

Ⅰ 常磐大学人間科学部健康栄養学科〔2008(平成20)年 4月設置〕 

 
【大学設置分科会関係】 

 
１． 留意事項に対する履行状況等 
 

区　　　分 留　意　事　項 履　行　状　況
未履行事項について

の実施計画

認　　 可　　 時 該当なし 該当なし 該当なし

（平成１９年１２月３日）

設置計画履行状況

調　　 査　　 時

（平成２０年４月２０日）

 
 
２．自己点検・評価に関する事項 
                                                                       

 設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見 
 

(1)設置の趣旨・目的 
  本法人では１９６６（昭和４１）年以来，短期大学として栄養士養成を行い，卒業後社会に出て即
戦力となる栄養士を数多く輩出し，茨城県内において最も伝統のある栄養士養成校として地域の健康

づくりに貢献してきた。 
 しかしながら，２０世紀の栄養士業務は，献立作成・調理を主体とする集団給食管理が中心であっ
たが，２１世紀に入り特に医療現場における栄養士業務の目標は，患者・生活習慣病予備群主体の栄

養ケア・マネジメントや食生活改善等，個人を把握した対応の重要性が求められてきている。即ち個々

の人間の生活習慣，栄養状態，遺伝子素因等を知り，ＱＯＬを損なうことなく継続・実践できるよう

な個人差を理解して栄養教育を行い，対象者に対して上手に行動変容を促すという人間栄養を基本に

することが大切になってきている。 
 そこで，本法人としては，厚生労働大臣より栄養士養成施設として指定を受けている常磐短期大学
生活科学科食物栄養専攻を廃止し，代わって常磐大学人間科学部に健康栄養学科を設け，幅広い教養

教育と高度な専門教育により，健康ニーズの多様化，医療の高度化・専門化等に対応できる高度で専

門的な知識や技術を有する人材を育成し，実戦的な指導能力の高い管理栄養士を養成することを目標

としていく。 
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(2)達成状況に関する総括評価・所見 
    平成２０年４月に人間科学部健康栄養学科の開設を予定どおり迎え，現在，設置計画に基づく履行
を実践し，新学科の設置目標達成のため努力している。 
 上記の目的を達成するための主な達成状況は次のとおりである。 

①施設・設備の配備 
  厚生労働省による「管理栄養士養成施設」の指定審査において，平成２０年３月下旬，同施設
に必要なすべての施設・設備の配備が完了している旨の認定を受けている。 

②教員の配置 
 教員は教授１人の就任時期が，担当授業科目の開始時期に合わせ，６か月延期になった以外は
設置計画どおり着任している。 

③学生募集 
  人間科学部健康栄養学科の設置認可が，開設前年の平成１９年１２月３日であったにもかかわ
らず学生募集状況は次のとおりであった。 
入学定員８０人   入学志願者  １２５人（ １．６倍） 

合格者数  ８８人（ １．１倍） 
入学者数  ７５人（９３．８％） 

以上 
 
 
 

《出典》279-280ページについては、「 [平成 20年度設置］常磐大学人間科学部健康栄養学科 設置
に係る設置計画履行状況報告書(平成 20年 4月 20日現在)」からの転記である。なお、同報告書（抜
粋）は、学校法人常磐大学ＨＰ http://www.tokiwa.ac.jp/tokiwa/authorization/index.html （設置
認可申請書等）で公開している。 
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【学校法人分科会関係】 

留意事項に対する履行状況等 
認可時の留意事項 左の履行状況 

 
１．決算に関する理事会及び

評議員会の運営を適切に

行うこと。 

 
１．2007 年度学校法人常磐大学における決算に関する理事会・評議
員会の運営は，下記のとおり行った。 
①2008年度第１回理事会（2008年５月 23日９時 30分から 10時

15 分まで）において「2007年度事業実績（案）に関する件」「2007
年度収支決算（案）に関する件」について審議，承認を得た。（一

旦休憩に入る。） 
②2008年度第１回評議員会（同日 10時 30分から 12時 30分まで）
において理事会承認の上記案件２件について報告，特に意義なく了

承を得た。 
③2008年度第１回理事会を再開（同日 13時 30分から 15時 25分
まで）し，「2008年度第１回評議員会報告」において，先に審議
承認を得た上記案件２件について評議員会において報告した結果，

特に異議なく了承された旨の報告を行い，同案件２件を決定とし

た。 
 
  以上については，認可時に左の留意事項が付されたため，再度改

正私立学校法を確認の上，改善を行ったものである。 
 
 

２．既設校の入学定員比の平均

が０．７倍未満となってい

ることから，今後の定員充

足の在り方について検討す

ること。 
（常磐大学 コミュニティ振

興学部地域政策学科） 

２．平成 19年度における全学的恒常的な定員充足のための取組みと
して以下を実施した。 

    例年より実施回数を増加（※印は例年より増加したものを示す。） 
 (1)オープンキャンパスの実施（高校生対象） 
・第 1回平成 19年 5月 21日（月）～5月 25日(金）授業公開型
（授業見学，個別相談）                    参加者数 410名 
・第 2回平成 19年 7月 28日（土）イベント型（模擬授業，入試
説明，個別相談，特別企画）             参加者数 967名 

※・第 3回平成 19年 8月 22日（水）イベント型（模擬授業，入試
説明，個別相談，特別企画，入試対策講座） 参加者数 733名 
・第 4回平成 19年 9月 24日（月）～9月 28日（金）授業公開型
（授業見学，個別相談）                    参加者数 381名 
・第 5回平成 19年 10月 27日（土），28日（日）個別相談型（学
園祭に併せ入試相談を実施）              参加者数 184名 

※・第 6回平成 20年 3月 8日（土）個別相談型（個別相談，キャン
パスツアー）                            参加者数 142名 

 
(2)大学説明会の実施（高校教員対象）  
※・第 1回平成 19年 4月 20日（金）前年度入試結果報告，入試概
要 説明，個別相談，施設見学等      参加校 61校(70名） 
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・第 2回平成 19年 7月 6日（金） 入試概要説明，個別相談，施
設見学等                          参加校 44校(48名） 

(3)個人宛DMの発送 
  オープンキャンパス参加者や資料請求のあった高校生を対象

に，大学案内パンフレットや本学ニュースペーパーを送付 
延べ 16回実施（H18は延べ 14回実施） 

(4)本学教職員による高校訪問及び業者主催の進学説明会や進学相談
会への参加 
・本学に出願実績や入学実績の多い高校を重点に置いた高校訪問 

 延べ約 140校（H18 約 120校） 
・業者主催の進学説明会,進学相談会への参加 
                   112件（H18 104件） 
 上記のほか,本学教員による高校向けの出張講座等を積極的に実
施した結果,コミュニティ振興学部地域政策学科について、最終的
には平成 20年度入学者について入学定員比約 0.81倍となり,前年
度を 0.13ポイント上回る結果となった(編入学定員を除く）。しか
しながら,依然として定員割れの状況が続いており,上記の取組みを
継続していく他,本学全体として教育内容が重複している学科の整
理をする等検討を進めていく。 

 
 

 
 
 
《出典》281-282ページについては、「平成 20年度 大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政
状況及び施設等整備計画の履行状況報告書」からの転記である。 
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Ⅱ 常磐大学大学院コミュニティ振興学研究科〔2006(平成16)年 4月設置〕 

【大学設置分科会関係】 

 
留意事項に対する履行状況等 

区分 留意事項 履行状況 未履行事項についての実施計画

認　可　時
（平成15年11月27日）

常磐短期大学幼児教育保育
学科、生活科学科生活科学専
攻の定員超過の是正に努める
こと。

別紙　参照 別紙　参照

年　次　計　画
履行状況調査時
（平成17年3月30日）

生活科学科生活科学専攻の定
員超過の是正に努めること。

上記に同じ 上記に同じ

 
（別紙） 

     註 ⑯= 2004(平成16)年度報告,⑰=2005(平成17)年度報告 

 

[認可時の留意事項]  （平成15年11月27日）

常磐短期大学幼児教育保育学科、生活科学科生活科学専攻の定員超過の是正に努めること。

[年次計画履行状況調査時の留意事項]　（平成17年3月30日）　　　

常磐短期大学生活科学科生活科学専攻の定員超過の是正に努めること。　

Ｈ16年度 Ｈ17年度

A　入学定員 140人 140人

B　入学者数 170人 170人

入 学 定 員
超過率 B/A

1.21倍 1.21倍

Ｈ16年度 Ｈ17年度

A　入学定員 50人 50人

B　入学者数 63人 58人

入 学 定 員
超過率 B/A

1.26倍 1.16倍

入　　　　学　　　　状　　　　況

区　　分 平均入学定員超過率

常磐短期大学
生活科学科
生活科学専攻

1.21倍

入　　　　学　　　　状　　　　況

区　　分 平均入学定員超過率

常磐短期大学
幼児教育保育学科

1.21倍
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履行状況等⑯

未履行事項についての実施計画⑯

履行状況等⑰

未履行事項についての実施計画⑰

以上

(1)　入学者選抜を行なう上で、定員超過とならないよう歩留率、各種入試情報、過年度追跡調
査等を総合的に分析し、合格者数を決定している。

(2)　平成１６年度に関しては、入試制度毎の募集人員と入学者が極力近づくように合格者数を
検討したが、歩留率が予想を超えて、上記の結果となった。

(3)　このことから過去の歩留率を参考にしながらも入学者予想を下方修正し、また追跡調査等を
厳密に行なうことによって、定員超過を招かないように努める。

　平成18年度については、上述(3)のとおりである。

（１）　入学者選抜を行なう上で、定員超過とならないよう歩留率、各種入試情報、過年度追跡調
査等を総合的に分析し、合格者数を決定している。

（２）　平成１７年度に関しては、入試制度毎の募集人員と入学者が極力近づくように合格者数を
検討したが、歩留率が予想を超えて高くなり、結果として定員超過となってしまった。

（３）　今後、過去の歩留率を参考にしながらも入学者予想を下方修正し、また追跡調査等を厳
密に行なうことによって、定員超過を招かないように努める。

　平成１７年度については、上述(3)のとおりである。

 
 

 

 

《出典》283-284 ページについては、「［平成 16 年度設置］常磐大学大学院コミュニティ振興学研究
科コミュニティ振興学専攻(修士課程) 設置に係る設置計画履行状況報告書」（2004〈平成 16〉年度
および 2005〈平成 17〉年度報告）からの転記である。 
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【学校法人分科会関係】 

１．認可時の留意事項について 
  註 ⑯= 2004(平成 16)年度報告,⑰=2005(平成 17)年度報告,⑱=2006(平成 18)年度報告 
認可時の留意事項 左の履行状況 
 
１．稟議規程

等未整備の規

程を整備する

こと。 
 
２．既設校の

定員超過の是

正に努めるこ

と。 
（常磐短期

大学 幼児教

育保育学科） 

 
１．適正かつ効率的に事務処理を遂行できるよう、学内規程等の整備を、F-4＊のとおり
完了させた。 ⑯ ⑰ ⑱ 

 ＊F-4（後掲） 
 
 
２．（1）平成 16年度（報告済み） 
  入学者選抜を行なう上で、定員超過とならないよう歩留率、各種入試情報、過年度

追跡調査等を総合的に分析し、合格者を決定している。  
 平成 16年度に関しては、入試制度毎の募集人員と入学者が極力近づくように合格者数
を検討したが、歩留率が予想を超えて高くなり、下記の結果となった。 

 

平成15年度 平成16年度

A入学定員 140 140

B入学学者 178 170

入　　学　　状　　況

平均入学定員超過率

常磐短期大学
幼児教育保育学科

1.21

区分

入学定員超
過率B/A

1.24

1.27

 
このことから過去の歩留率を参考にしながらも入学者予想を下方修正し、また追跡

調査等を厳密に行なうことによって、定員超過を招かないように努める。⑯ 
 
（２）平成 17年度（報告済み） 
  入学者選抜を行なう上で、定員超過にならないよう歩留率、各種入試情報、過年度

追跡調査等を総合的に分析し、合格者数を決定している。平成 17年度に関しては、入
試制度毎の募集人員と入学者が極力近づくように合格者数を検討したが、歩留率が予

想を超えて高くなり、結果として定員超過となってしまった。 

 

平成16年度 平成17年度

A入学定員 140 140

B入学学者 170 170

入　　学　　状　　況

区分

1.21

平均入学定員超過率

常磐短期大学
幼児教育保育学科

1.21
入学定員超
過率B/A

1.21

 
  
  今後、過去の歩留率を参考にしながらも入学者予想を下方修正し、また追跡調査等

を厳密に行なうことによって、定員超過を招かないように努める。⑰ 
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 （３）平成 18年度 
  常磐短期大学幼児教育保育学科の学生受入れの推移は下表のとおりである。 
 

 

平成17年度 平成18年度 合計

常磐短期大学 入学定員 140 140 280

　幼児教育保育学科 入学者 170 150 320

超過率 1.21 1.07 1.14  
  
  入学者選抜を行なう上で、定員超過とならないよう歩留率、各種入試情報、過年度

追跡調査等を総合的に分析し、合格者数を決定している。 
   常磐短期大学幼児教育保育学科の平成 18年度に関しては、入試制度毎の募集人員と
入学者が極力近づくように合格者数を検討したが、歩留率が予想を超えて高くなり、

結果として定員超過となってしまった。 
   このことから過去の歩留率を参考にしながらも入学者予想を下方修正し、また追跡
調査等を厳密に行なうことによって、定員超過を招かないように努める。⑱ 

 
 
 
２．履行状況調査結果に基づく留意事項 
履行状況調査結果に基づく留意

事項 
左の履行状況 

（履行状況調査結果通知日： 

平成 18年 2月 6日） 
１．常磐短期大学教養学科

については、計画どおり

廃止すること。 
 

 
 
１．（１）学生募集の停止について（報告済み） 
 「学生募集の停止（報告）」は、平成 14年 10月 31日付け常学発第
41号をもって、文部科学大臣あてに下記のように提出済み（大学設置事
務室）である。 
 
１）募集停止する学科及び定員

入学定員 収容定員

　　常磐短期大学

　　　教養学科 80人 160人

　　　経営情報学科 70人 140人

２）募集停止の時期

３）募集停止する理由

　　平成15年4月1日

 
 教養学科（入学定員 80名）及び経営情報学科（入学定員 70名）を統合
し、キャリア教養学科（入学定員130名）を設置するため。 ⑯ ⑰ 
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（２）教養学科及び経営情報学科の廃止について 
  ・在学生がいなくなることが確定したときに廃止する。⑮ ⑯ 
  ・経営情報学科については、平成 16年 12月 20日付けをもって廃止 
した。 教養学科については、在学生がいなくなることが確定した

とき廃止する。⑰ 
   ・教養学科については、平成 18年 3月 31日付けをもって廃止した。

⑱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊F-4 諸規程の整備状況   （ ⑱＝2006〈 平成 18 〉年度 報告より） 
 
組 織 ・ 総 務 関 係           

 
該当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
人 事 ・ 給 与 関 係           

 
該当 

 
 ア．組 織 規 程            
   （管理運営規程） 

 
 
○ 

 
 ケ．就 業 規 則             
 

 
 
○ 

 
 イ．事 務 分 掌 規 程            
   （業務分掌規程） 

 
 
○ 

 
 コ．教 職 員 任 免 規 程             
  （大学教員の採用及び昇格の手続きに関する規程） 

 
 
○ 

 
 ウ．稟 議 規 程            
   （文書処理規程）  

 
 
○ 

 
 サ．定 年 規 程             
 

 
 
○ 

 
 エ．文書取扱い（授受、保管）規程            
   （文書処理規程・文書等保存規程） 

 
 
○ 

 
 シ．役 員 報 酬 規 程             
   （役員及び評議員報酬規程） 

 
 
○ 

 
 オ．公 印 取 扱 規 程            
   （公印管理規程） 

 
 
○ 

 
 ス．教 職 員 給 与 規 程             
   （給与規程） 

 
 
○ 

 
 カ．個人情報保護に関する規程            
   （個人情報の取扱いに関する規程） 

 
 
○ 

 
 セ．役員退職金支給規程             
   （役員等定年規程） 

 
 
○ 

 
 キ．情報公開に関する規程            
 

 
 
 

 
 ソ．教職員退職金支給規程             
   （退職金支給規程） 

 
 
○ 

 
 ク．公益通報に関する規程            
 

 
 
 

 
 タ．旅 費 規 程             
  （国内出張規程） 
 

 
 
○ 
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財 務 関 係           

 
該当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教 学 関 係           

 
該当 

 
 チ．会 計 ・ 経 理 規 程            
   （経理規程） 

 
 
○ 

 
 ト．学 則            
 

 
 
○ 

 
 ツ．固 定 資 産 管 理 規 程            
   （校舎等管理規程） 

 
 
○ 

 
 ナ．学長候補者選考規程             
    （学長等の選考および任免に関する規程） 

 
 
○ 

 
 テ．物 品 管 理 規 程            
   （物件の調達・管理取扱要領） 

 
 
○ 

 
 ニ．学部(学科)長候補者選考規程 
    （学長等の選考および任免に関する規程） 

 
 
○ 

   
 ヌ．教 員 選 考 規 程             
   （教員資格審査規程） 

 
 
○ 

 
 ネ．教 授 会 規 程             
   （教授会運営規程） 

 
 
○ 

 
 ノ．入 学 者 選 抜 規 程             
   （入試委員会規程） 

 
 
○ 

 
 ハ．奨学金給付・貸与規程             
   （外国人留学生奨学金規程） 

 
 
○ 

  
 

 
 
《出典》285-288ページについては、「大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び施設
等整備計画の履行状況報告書」（2004〈平成 16〉年度～2006〈平成 18〉年度報告）からの転記であ
る。 
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第１５章  情報公開・説明責任                    

 
 

【到達目標】 

〈1〉 財務三表と財産目録について、分かりやすい内容説明を付して、ホームページで公開する。 
〈2〉 教育研究活動状況、財務状況、事業報告等の情報を開示できる規程を作成し、それに従って公表

する。 
〈3〉 大学が公共性・公益性を社会から付託されていることに鑑み、自己点検・評価の結果を各種媒体

を通して学内外に公表する。 
 

【現状説明】 
① 財政公開 

  資金収支計算書、消費収支計算書、および貸借対照表の財務三表と財産目録について、本学ホームペ
ージで公開している。また、同一の内容を「学校法人常磐大学 要覧」および「常磐大学学報（Topos）」
にも掲載している。「学校法人常磐大学 要覧」は、役員等、教職員のほか、一般企業、茨城県内外の高
校、県内の図書館、県内の教育委員会などに配布している。また、「常磐大学学報（Topos）」は、上
記に加え、法人の設置する各学校の在籍者、地域住民等にも広く配布している。 
  また、資金収支計算書、消費収支計算書、および貸借対照表の財務三表と財産目録についての開示要
求に対しては、会計経理課において閲覧できるように、ステークホルダーへの提示を前提に整備してい

る。上記ホームページおよび印刷冊子の情報に加え、財務比率等についても状況に応じて提供できる。 
 
② 情報公開請求への対応 

 情報公開については、常磐大学学報（Topos）を年 4 回発行しており、年度の諸活動や計画、財務報
告、事業報告などを掲載している。また、大学のホームページにおいても、設置する学部、事業・財務

状況、在籍者数、学則等の各種情報を公開している。これらの情報開示はホームページ上に｢問い合わせ｣

ボタンを設定しており、問い合わせ内容に応じて、その問い合わせ先、連絡先を明示し情報開示の請求

に対応している。2007（平成 19）年度には本学ホームページのリニューアルを実施し、さらに情報提
供の環境を整備している。 
 教育研究活動状況については、研究業績を各学部・研究科の研究紀要に掲載し、教員の活動状況を公

開している。また、本学教員の研究業績は、インターネット上の「研究開発支援総合ディレクトリ」に

収録することで広く公開し、科学研究費補助金採択状況は、本学の研究教育支援センターのホームペー

ジにより公開している。 
2008（平成 20）年度に設置した人間科学部健康栄養学科については、設置認可申請書ならびに設置
計画履行状況報告書をホームページで公開している。 

 
③ 自己点検・評価結果の発信 

 自己点検・評価の結果については、2002（平成 14）年度から自己点検・評価報告書を刊行して学内、
学外に向け公表し、情報発信を行っている。学内においては全教職員に配布のほか、情報メディアセン

ターに配架し、学生が自由に閲覧できるよう配慮している。学外については関係機関などに自己点検・

評価報告書を送付している。配布先は次の通りである。 
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  学外：大学基準協会、日本私立大学連盟、日本私立学校振興・共済事業団私学活性化促進支援セン

ター、茨城県教育庁、茨城県教育会、茨城県私学連合ほか 10ヶ所 
 学内：本法人理事、評議員、顧問、教職員 
 また、本学ホームページにも自己点検・評価報告書のページを作成し公表している。 
このほか、セメスターごとに「学生による授業評価アンケート」を実施し、その結果報告書を学内に

おいて公開している。この報告書もインターネットに公表されているが、閲覧は学内に限られている。 
なお、本学における情報公開に関する規程は思案中であり制定されていない。 

 

【点検・評価】 
① 財政公開 ―到達目標〈1〉関連― 
  財務三表と財産目録の公開については、各種媒体を利用し実現できている。今後必要な点では、付帯
の説明資料や関連データの提供に工夫を加えていくことがある。さらに、可能な限り迅速なデータの提

供を目指し、経年の比較についても分かりやすい資料を作成することが課題となる。 
 
② 情報公開請求への対応 ―到達目標〈1〉〈3〉関連― 
 情報公開に際して、各種データについての解説を加え、適宜公開している。また、開示においては、

問い合わせ先を明示して担当部署が責任を持って対応している。ホームページによる各種情報の提供に

よって、学内外への情報公開が適切に行われていることは評価できる。また、更に web環境を整備し、
よりスムーズな検索、閲覧を可能にするよう努めている。 
 
③ 自己点検・評価結果の発信 ―到達目標〈2〉〈3〉関連― 
自己点検・評価の結果の公表については、自己点検・評価報告書の刊行および配布等の印刷媒体によ

る情報提供を通じて、以前より積極的な取組みが行われている。また、課題であったホームページでの

情報公開についても、2008（平成 20）年度より閲覧することが可能となっている。ホームページを活
用しての情報開示については、平成 17年 3月 14日付 16文科高第 958号 文部科学省高等教育局長通
知「大学による情報の積極的な提供について」にもある通り、より積極的な取り組みが求められる。そ

のため、2009（平成 21）年度に予定している認証評価の結果も含め、今後さらに情報開示の環境整備
に努める必要がある。 
これらを行う際の基準となる、情報公開に関する規程を制定することは急務である。 

 

【改善方策】 
 情報公開の環境整備を図り、教育研究活動状況、財務状況、および事業報告等の情報の開示の基準と

なる情報公開に関する規程を 2008（平成 20）年度内に制定し、それに従って公表する制度を確立する。 
 今後も継続してより積極的な情報公開を行う。本学ホームページにおいては、利用しやすい検索シス

テムを構築し、スムーズな閲覧および情報開示を実現する。また、本学のホームページだけではなく、

独立行政法人大学評価・学位授与機構が開設している大学評価情報ポータルサイトへの情報提供を行い、

さらに情報開示の機会を広める。 
 



 

 

 

 

Ⅲ．終 章 
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これからの発展に向けて                         

 
 本学は「自立・創造・真摯」という教育理念の下、全教職員が一丸となって教育研究活動を行ってい

る。その姿は、本章において報告した通りである。ここでは、もう一度、本章の第 2章から第 15章ま
でを振り返り、今後本学が更なる発展を遂げていく上で、必要になると考えられる事項について、見解

を述べていくこととする。 
 
1. 教育研究組織の再編（第 2章） 
 2000（平成 12）年 4月にコミュニティ振興学部が開設され、3学部体制となって以来、本学では数度
の改組が行われてきた。それらの目的には、学生定員の大幅な超過や大幅な未充足の是正も含まれてい

たが、主なものは、そのときどきの「社会の動向や地域の要請に応える」というものであった。そして、

いずれの改組においても、「自立・創造・真摯」という教育理念を念頭に、それらを備えた人材の育成が

可能になるような教育研究組織を編成してきたのである。こうした目的は、概ね達成されてきたように

思われるが、一方では、それぞれの学部・学科が「学際的な教育による人間形成」を目指しているため

に、教育内容が一部重複するようなところも生まれてきた。教育内容の重複は、教育課程における類似

の科目の存在という形で顕著になり、大学全体として見た場合、それは非効率的にさえ映るものである。

学生側の視点から見ても、それは入学時の進路決定に混乱をもたらす一因と考えられていた。 
 2008（平成 20）年 4月の人間科学部と国際学部の改組は、こうした学部・学科間の重複を是正する
ために実施されている。コミュニティ振興学部は、2006（平成 18）年 4月に最後の改組が行われてい
るために、2008年の改編には加わることができなかった。したがって、2008年の改組が完成する 2012
（平成 24）年に全学部を対象にした改組を行い、一連の改編が終了することが予定されている。 
 すでに、2012年の改組に向けては、教学会議からいくつかの原案が提示され、全学的な改組検討委員
会の設置準備も進められている。原案に対する教職員の反応は様々であるが、2012年の改組が「最終的
な改編」と位置付けられていることから、建設的な議論が行われ、全教職員が一丸となって推進できる

ような環境作りが求められる。 
 大学院研究科については、学部の改組に連動して、その改編を検討することが求められる。特に、人

間科学研究科とコミュニティ振興学研究科は学部の教育を基礎にして教育課程を展開している研究科で

あり、学部の改組からは直接的な影響を受けることになる。また、現状においても、1 研究科１専攻で
3 研究科という体制が、本学の規模に合っているのかという議論は持ち上がっており、その点からの検
討も必要になろう。 
 
2. 「大学生としての基礎能力」を高める教育課程の編成（第 3章） 
 本学では、大学生レベルの「情報収集・処理」、「理論思考」、「自己表現」を行うためには、そのため

の「基礎能力」を持っていることが必要であると考え、入学直後からその育成に力を注いでいる。2008
（平成 20）年度の改組では、そのための科目として、「基盤スキル科目」を設置し、「総合講座」、「語学
科目」、「プレゼミナール相当科目」と連携して、基礎能力を育成する枠組みが整備された。しかしなが

ら、枠組みは出来上がったものの、その科目内容や教育方法、責任体制には十分な議論を費やす時間が

なかったように思われる。現状では、授業担当者の創意工夫と、担当者間の個人的な情報交換によって、

ある程度体系的な授業科目を提供できているようにも見られるが、その体制はきわめて脆弱である。

2012（平成 24）年度の組織再編までは時間があり、現行のカリキュラムの枠組みで改善可能な点につ
いては、随時改善していくことが求められる。また、2012年度に新カリキュラムを編成するときまでに
明らかにすべき事項としては、1）責任体制およびそれに付随する教員組織の体制、2）基礎能力を涵養
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する科目群と科目の構成と内容、3）基礎能力を涵養する科目の卒業必要単位数に占める単位数、4）具
体的な授業の方法、などが挙げられている。いずれにしても、まだ全教員が本学の目指す「基礎能力」

について、共通認識を持っている段階には至っておらず、まずは学長、学部長といった教学会議のメン

バーを中心に、共通認識共有のための努力から始めなければならない。 
 
3. 学生定員の確保（第 4章） 
 本学学部において学生定員の確保はここ数年の間、最も憂慮すべき問題の一つである。一部の学科で

は、定員に充足しないという状況が数年にわたって続いている。しかし、そのような状況にあっても、

本学では学生の学力や学習意欲を全く無視して、闇雲に入学を認めるような入学試験は行ってこなかっ

た。また、相対的に高校生の学力が落ちている傾向が見られることから、各学科では少人数制の授業を

増やし、きめ細やかな学習指導も実践している。そういった活動の成果が近年は現れてきているように

も思われる。特に、2008（平成 20）年度に改組を行った人間科学部と国際学部ではその傾向は顕著で
あるが、コミュニティ振興学部においても、入学者の減少は治まってきている。今後も、この方針を継

続するとともに、各学科で実践している教育内容を広く周知させて、入学希望者の増加を目指したい。

それと同時に 2012（平成 24）年度に予定されている改組では、大学入学希望者の動向やニーズを見極
めて、適正な定員の割り当てを行わなければならない。 
 一方、研究科の学生定員の確保は極めて難しい状況にある。現状の定員数が大きすぎるという意見も

あり、早急に見直しを図るべきである。 
 
4. 学生への経済的支援の充実（第 5章） 
 本学の経済的困窮者に対する支援は十分であるとはいえない。そのため、在学途中での「経済的理由」

を名目とする退学者も少なくなかった。勉学意欲が十分あるのにもかかわらず、退学せざるを得ない学

生とそれに対して十分な支援を行うことができない教職員の思いは、双方共に忸怩たるものがある。こ

の状況を打破するために打ち出された「経済的困窮者に対する奨学金制度」は、是非とも実施し、軌道

に乗せていかなければならない。また、その規模や内容を少しずつでも拡充していくことも必要である。 
 
5. 教員の研修時間の確保（第 6章） 
 本学専任教員の中には、日々の教育活動と各種委員会活動だけで、相当の時間を費やしている者も多

い。教育活動については、学生との関わりが多くなればなるほど教員への負担は大きくなるのだが、本

学の教育目標を達成する上では、教育活動に時間が割かれることはやむを得ないことでもある。したが

って各種委員会活動の公平な割り当てが求められるのだが、委員会により負担の軽重があったり、担当

する教員によって仕事に質の違いがあったりするのもまた事実である。その結果、やはり一部の教員に

大きな負担が課されることになり、研修時間の確保が難しくなってしまっている。 
 このような状況と本学の教員規模を考えた場合、大胆な改善策を打ち出すことも必要である。たとえ

ば、教育や学務を中心に担当する教員と研究を中心に担当する教員を分け、1年から 2年おきに担当を
交代することで、研修時間を確保するということも考えられる。極端な案ではあるが、短期研修制度や

サバティカル制度の適切な運用と併せて、一考する価値はある。 
 
6. 地域に根ざした大学の確立（第 7章） 
 エクステンションセンターや地域連携センターが行っている活動は、非常に活発で、高い評価を受け

ている。今後もそれらの活動を継続していくことが、本学の地域貢献・社会貢献の大きな柱となってい

くことだろう。ただし、ここでは今一度「地域に根ざす」ということを考えてみたい。地域の行政や企

業との結びつきはこれまで精力的に構築してきた。それは非常に意義深く地域の発展にも結びつくもの
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であろう。しかし、一人ひとりの人間と本学との結びつきはどれほどのものであろうか。地域住民との

つながりだけではなく、本学の卒業生や在学生とのつながりでさえも希薄であるように思われる。まず

は本学卒業生や在学生のアイデンティティーの一部となれるような大学作りを目指していかなければな

らない。その意味では、今後の「卒業生センター」の活躍が期待されるところである。 
 
7. 教育活動・研究活動の評価（第 8章） 
 本学専任教員は毎年「業績確認表」を提出している。その記述内容は、教育活動、研究活動、学内運

営、社会貢献活動などと多岐にわたっているのだが、その評価は行われていない。文字通りに「確認」

するためだけのものになっている。この業績確認表の教員評価への活用が必ずしも適切であるとは考え

られないが、何らかの形で教員を評価する必要は強くなってきているように思われる。評価をする機会

が無いゆえに、教員一人ひとりの活動が顕在化せず、学内業務等の集中化が起こっている可能性も否定

できない。 
 とはいえ、確認表の数字ばかりを見て、実際の状況が見えていないようでは本末転倒である。まずは、

しっかりとした評価体制と評価基準を示さなければならない。本学が求める教員像とはどんな人物なの

か、明らかにしなければならない。 
 
8. 事務組織と教員組織の協働体制の強化（第 9章） 
 本学の事務組織と教員組織の連絡は、教員組織の各種委員会とそれに対応する事務組織の担当部署の

間で緊密に取られている。これによって、各委員会や各部署の運営は円滑に進んでいるといえる。ただ

し、この関係はあくまでも連絡のレベルに過ぎず、協働して仕事に当たるという機会はそれほど多くは

ない。このため教員には各部署の活動が見えにくかったり、反対に事務職員にとっては委員会で自分た

ちの意見を表明しにくいというようなことがあった。本来的には、教学担当の副学長がその調整役にな

るべきなのであるが、2008（平成 20）年 4月以来、その席は空いたままであった。2009（平成 21）年
1 月からは、教学を担当する副学長が置かれることになっており、正常な形で事務組織と教員組織の協
働が図られることが期待される。 
 
9. 完全なバリアフリー化の達成（第 10章） 
 本学のバリアフリー化は一通り完成されている。しかしながら、例えば車椅子に乗った学生が全くス

トレスを感じずに、学園内を動き回れるような状況にはなっていない。コミュニティ振興学部という福

祉に関係する学部を持つ大学としては、現状に甘えることなく完全なバリアフリー化を目指して、改善

に向けた努力をしていかなければならない。 
 
10. 情報メディアセンター利用の促進（第 11章） 
 本学のメディアセンターは、施設、設備ともに非常に優れたものであり、特にパソコンや各種メディ

ア機器を要する情報メディアセンター（本館）は、多数の学生に利用されている。一方で、図書資料部

門を擁する情報メディアセンター別館の利用者は、増加傾向にあるとはいえ、比較的少ないように思わ

れる。まずは、この図書館施設の利用者の拡大を目指したい。 
 在学生の利用拡大のためには、授業担当者の協力が不可欠である。利用する必要がなければ、学生は

図書館に足を運ばない。ゼミナールの準備や卒業論文の制作のためには現在でも多くの学生が図書館を

利用しており、それ以外の科目についても同じような仕掛けを作れる可能性がある。「基礎能力」の一つ

として、「調べる力」を標榜している本学としては、全学的に基盤スキル科目やプレゼミナールの中にそ

のような機会を組み込むことは、必要でもあり有効でもあるように思われる。 
 卒業生や地域住民に対する施設の開放も重要である。それは、「地域に根ざす大学」を実現するための
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一助にもなりうる。また、常に施設利用者がいることで、在学生の施設利用に相乗効果を生み出すこと

も期待される。現在、開放に向けて手続きが進行中であるが、在学生にとって有益な開放の仕方を考え

て行きたい。 
 
11. 教学会議の実質化（第 12章） 
 教学会議は、学長、副学長、研究科長、学部長（以下、研究科長と学部長をまとめて「学部長等」と

する）、教学業務各部署の統括を構成員とし、全学的な事項について審議する機関である。そこで下され

た審議結果については、各教授会・研究科委員会（以下、教授会と研究科委員会をまとめて「教授会等」

とする）に報告され、原則的には教員はその方針に従うことになる。そのため学部長等は、会議では教

授会等の代表者として責任を持ってその意見を代弁し、決定されたことについては審議を行った一員と

して教授会等の構成員がその方針に従うようリーダーシップを発揮しなければならない。しかしながら、

現実的には教学会議に出される案件は多数あり、一つ一つの審議に時間をかける余裕はあまり無いのが

実状である。このこともあって、教授会での報告も審議した内容というよりは、連絡事項のような扱い

になることも多い。そのためその議案の重要度が不明確になり、それに取り組む各教員の士気も高まら

ない。各教員の合意が必要になるような議案については、時間をかけて議論するなどして、まずは教学

会議の構成員の共通認識を確立することを怠ってはならない。 
 法人理事会との関係も教学会議の実質化を妨げている部分がある。人事や予算を伴う案件については、

常任理事会の審議が必要であり、即座の対応が必要な案件に着手できない可能性がある。また、中・長

期的な計画についても、法人理事会の決定が下されるまでは、不確定な部分が大きく、実際の業務に当

たる者も半信半疑のままその業務に取り組むことになりかねない。人事や予算に関する連携強化、ある

いはある程度の教学会議への権限委譲が必要であろう。 
 
12. 安定した収入の確保（第 13章） 
 本学の収入の大きな部分は「学生生徒等納付金収入」である。つまり、入学者を増やし、退学者を減

らすことがより本学の財務状況を安定させることになる。教職員一人ひとりがこのことを意識する必要

はないが、より良い教育、より良い学生支援が結果的には、本学の財務にも貢献することになる。そう

いった意味では、2012（平成 24）年度に予定されている改組は重要である。入学希望者にとって、よ
り魅力的な学部・学科と教育課程を編成していかなければならない。 
 
13. 点検・評価結果の活用（第 14章） 
 本学の自己点検・評価を行うシステムは、健全に機能しており、2002（平成 14）年度から 2008（平
成 20）年度の今日まで、毎年、「自己点検・評価報告書」と「大学基礎データ」が作成されてきた（た
だし、2005〈平成 17〉年度は基礎データの作成のみ）。これまで様々な問題点や課題を指摘し、それら
について解決のための方策を提案してきたが、すべてが大学運営に反映されてきた訳ではない。それは、

教学組織と法人組織との連絡・調整が不足していたことも一因であろう。今回の報告書の作成過程には、

3名の常任理事も加わっている。2012（平成 24）年には改組も予定されており、この点検・評価は、教
学、法人が一丸となったより良い組織・体制作りに活かされなければならない。 
 
14. 改善結果の報告（第 15章） 
 本学の情報公開は適正、かつ十分に行われており、今後もその姿勢を貫くべきである。点検・評価の

結果についても、情報を余さず公開しているが、今後はそれに改善の結果を付け加えていく必要がある。

問題点をただの問題点としてとどめるだけでなく、改善に向かっている姿を広く公開していかなければ

ならない。 
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以上、ここまで本学の点検評価作業を進めてきた。この自己点検・評価報告書が本学の発展に寄与す

ることを切に願い、最終章を締めくくることとする。 
 
 

 
 
 




